
VI 考 察

1 地 跡、

6AFB区の発制調査を通 じて，平城京における条りJ制， および妨内íúLt地 IC~Jする資料をえ

た。 ζζでは ， まず京全体のなかにおける束三J;!j}d'~の {~f.ilL fCふれ，つぎに一条三坊十五 ・十

六}I'.IC形成された民住地の検討におよぶ。

A 条坊の話r Jj~i

大 路 6AFB区の発揮i調査によって束三坊大路のl.i'r.位が決定し，平城京条J;!j制11:関する新知

凡を加える ζ とになった。平城京の条J;!j制については，さきに1800尺の方格i也:，¥'1りをきめ，乙

の条J;!jgt回線11:もとずき，大路間 8丈，小路幅4丈， さらに朱館大路幅28丈，二条λ路幅16

丈.-J;!j大路幅12丈と推測した ζ とがあるJ それらの数航は水団のj~状や附畔の状況から制

大路の発掘 りHlしたもので，発御調nによる治情上の，汁測他ではなかった。その後の制nによって，平城

宮西ITIi"'1"1.岡市ド'1.分、彼["1，および宮の東南関に接する二条大路，来-J;!j)(I明，二条条nHA.

~a . 米'r!(J、;路などの:iil桃が明I らかになり ， 条り'1 1こ t9.Jする資料が:~~~ 'h~ Iこなっている。各地域の先

制品目白では ， 日以諸門が1800)~の条1)JJI 川線上 l C. ú'r. ii"r:する乙とが立;!tEされたが，大路の軒ifl に

ついては椛測と乙となる結果をえた CPLAN1. l;g. 25)。

来-J;!j大路 平域宮跡第32次淵nと第39次調f'iにおいて，二条大路と京-J)j大路との交民山

と平城宮京院市内外で東-J;!j大路の全幅を検 11Iした。帥 ノ1，~í1の東闘に添って側溝があり ， 西側

i!\'f恥:18 尺， m側 i，Vi~J 4尺で，両側i"fの心心距離は80)そであった。側溝の外側11:は }I~~f:上区を幽する

築地があるが， 二条Ai~の刷では築地11:11心心日，縦が1l0)~ となる。二条大路の」じでは平城宮大士11

と凶側内の|日:]IC相40尺の川地を設けているので，築地IHJ心心距離は130尺余りとなる。側排出lの

'Þ~It . つまり大路巾軸線は来院市川の中心{ζ あたり I 11 1 軌鋭lは朱 ít. I'~心から532.78m CO.296m X

18曲尺〉 となる。その後，五条条nu大路付近で朱信太路の調tiをおこない.r~11IT師約70m ， 点 ~4

側椛心心幅74mを師:恕したJH

二条大i~ 耳132次調1'iで I -'-!f../J，由主lのWlt4別に接する 条ノ;iil を検 IIH した。北側 i，Vt~l~ 8 N.. Hi 

側71Yt'日4)~ . fillli，Vif日l心心距織が126尺であり ，路Ifiil日は120尺となる。築地1m距離は宮のiliUriJJ，;

地をふくみ ， 心心距離の Jt'ill~舶は 179尺であるが， 品~â;í;ブ'j{立の仮れなどによるぷ韮をよ止込むと ;11

随i尺としては180尺といえる。二条大路の条坊計画線は米作門心，つまり宮市rfli大厄心の市カ80

尺の線にあり，補地として40尺を設定するので，免J)j則前線が二糸大路北側i，'t心のけj40尺の線

にある E とになる。 ζのような乙とから ， 二二条大協1"1 休の '1 ' 判l線は条坊庁"ìilli*.\1lから市プJ へ23)~

* r平城宮のl司王と条tljJr平城日報~r;' Il J p . 99 
柿 「附白川1年度平域官発揃概開J C奈文日f'1制

I叩7.p. 37) 

帥市『三l'域京朱*^路先制調在槻~~d 1974 
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(026尺-<-2) -40尺〕ずれることになる。]./1ー坊大路以来の二条大路の幅員ICついては，IIi側

ilVtと築地が束-!}j大協以西の延長線上IC位位することが判明しているにとどまり，北側叫につ

いては調査がおよんでいない。IN側mのf，;!を}.j:[-ljj太田千以西と閉じ位ii1に揃えていることから

すれば，北側悦Kついても同様にかんがえるととができ ，幅flは126尺とすべきであろう。 以上

の乙とから二条大路設定の方法についていえば，平城宮のけJ面川地40尺的を6((保するため.:ltnl'J

i，'tを条坊計画線の北40尺の位位lζおき，南側溝を条坊計画線のIti86尺の位iu:IC設けたのである。

二条条聞大路 第39次調査で西部を捌主主し ， 百~44次調査で*却を関査した。 ζ の大路の側Ì!Yi.

は，2固ないしは 3聞の改修を受けている。平域京造営当初の側消として搬認できたものは，

節39次制査で検出した*院市内外を流れる北側椛 SD4999と第44次調査で検出したと ζ ろの前

世I'J緋SD5785である。二条の側消はともに来院出1"1が構築される養老~神r[J."I'r:uIC埋立てられた

とみてよ¥'0側満幅はともに8尺である。対応位iEでili構検/11をおとなっていないため数値IC

正確をj町しえないが，側溝!日l心心掛1雌は80尺と推定できる。 ζの条rm大路中軸紛と条幼計回線

との関係Kついては，北側部と二条大路北側椛との心心耳t離が900尺 (264.4m→0.2938)とな り，

:if!営尺の短いうらみはあるが大路中軸Ii線と条坊計同級とが一致する Eとになる。

平城宮東院成立後の条間大r州市は，造営時の師f1Ic比して伏くなる。すなわち，m 2 J聞には 路面敷の変
更

40尺，第 3期ICは50尺IC変更する。第2期の束院wJITIi大1ftは，雨戸lの梁行中央柱ICとりつく侃

立柱塀である。ζ の緋は大路の旧北側桃SD4999の北方40尺に位置している。しかしながら，川

地の析を広くしたためIC大路北側溝が約 2，2m1Yiへ得り ， H作而帽を減じるととになった。第 3

)~Jでは大Eを築地 IC改修し ， 南門の~~行のうち北のfJõn U1<:とりつける。 ζ のとき 1 m:院*'肯隅

の位凶は第 2)聞のt立践を附裂したため，築地のブ/j{立が束で問IC大きく仮れ，上高地の怖が*郊で
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朱雀大路の
振れ

平城宮発掘調査報告VI

狭〈西市1で広く なる状況をまねいている。

以上のように，二条条1m大路は京院の造営lζ影響されながら変化をたどるが，平披京造営当

初の大路は京一助大路と規肢を閉じくしている。少ない例であるが実際lζ検出した大路から，

以下のような共通 12.を見出すζ とができょう。東-IJi大路と二条条聞大路は，条妨計画線を中

軸として左右 1(40尺仮りわけた位位lζ側椛を設け，二条大路では条坊昔|回線IC対して北へ40尺，

南lζ80尺〈実際は86尺)の位むICslIJi，Yiをお く。いずれも条坊別回線から40尺の倍数値で振りわけ

られている点IC注目しなければならない。従来は平安京の例にならって大路脇工1を築地心心距

離としてきたが，平城京のi立桃では側構の心心距離を基準とすべきであろう。つまり，大路の

両側溝は，条りJ設定時ICおける縄張り的な役割りをflっているのである。

条妨の方位 現在までに確認しえた平城京の条初計副総の位位は ，lig.25の通りである。それ

らの例制似にもとずき，国土l'l棋を軸とする条Jjj方位の仮れをみてみよう。

朱'rt;大路 縫城J"J心と朱i1e門心とを結ぶ朱館大路'T軸線の仮れは， 北で凶 IC0015'41"であ

る。 他)]， ;j，;能門と平城宮推定第 l次内裏，+，心を結ぶ平)，J(宮の中軸h線は 0015'20げとなり，朱

i1e大路のJf，れとほぼ等しく ，同ーの規骨U(よっている己とが類推される。

iYJ一条大路 市一条大路については発偲調査で服認していないが，平城宮の酉flIT中門と東大

寺転~I!I]とを結ぶ '1"軸線の仮れをしるととができる。東で北IC 0005'09"似れている。

二条<l!n日大路 東院前I"J心のiYJ80尺 C23.6m)に大路1]1仙線をおき， 乙れと平城宮西面市J"J

および*太古焼門を結ぶ中村!線の振れを~;r.出する。 平城宮西町南門と ili院ïh門外との聞では

。003'45"来で北IC仮れ，東院lyj門外と東大寺焼門のI目では日。15'08"来で北IC仮れている。

二条大時 二条大路の1]1柑l総は宮の東南隅で雌認しているが，軸線の振れを鉱山しうる距離

での発捌はおとなっていなし、。だが，その北方で平行する宮の南国大むについては，朱雀門を

はさむ*西の隅が確認されている。その振れは，朱徳川から西では束で北に 0004'23ヘ 朱雀門

から束では来で北iζ0003'23"となる。雨前大垣と二条大路が平行するものとかんがえ，東西の

平均値3'53"を宮南面iにおける二条大路の仮れとみる乙とができょう。

以上のべたよう IC，南北方位は朱館大路中軸線の航れ15'弱，東西方位は宮の周辺部で 4'前

後，京大寺焼門まで離れると15'余りの振れとなる。つまり，現在確認できる範囲内において

京の造営方位をみるに，国土BH:;'{系を1ihにして逆時計処り 1<:3'台から15'台のf'lJJ[で振れている

ζ とICなる。本

東三坊大路 発銅調査で確認した束三妨大路IC関する迫椛は，路面放と東側ilYlである。大路の

束と西IC位置する築地については，ζれまで束三坊大路Iζ比定した水田の左右ICのびる畦畔を

想定し，その*西幅は22miI日後であった。調査に際して，ιの附畔を発掘する 乙とはできなか

ったが，ili側椛の京にのびる附HI1'を築地の痕跡lζ推定する ζとは可能である。

事これらの平城京造営方位を真北法il'J/Z.換算して
庇長安抜外郭城2圭の方位と比較すればつぎりよ
うになる.cr庇長安威地基初!J主探測」考古学報
1958-3) 

平城京
朱雀大路中軸 22'30" 北偏西
平城宮中軸 22'09" 〆/

二条条1m大路 21'57" *偏Jt
官南而大但 10'42" " 
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長安域。実測基噂がよ1北であるとすると，その
方位は7'-22'，平城京町場合は10'-22'となっ
て，それぞれに施工程差はあるが，極めて類似
した五位を示している.
長安城

東城i& 15'41" 北偏y.!i
閤城2& 22'02" 11 

南減基 7'32" 東偏Jヒ
北城1ι 20'12" 11 



vl 考察

西側のmE畔を坊のJtH白築地IC仮定するならば，その東方約4mlC位置するSD570を大路の西

側溝IC比定する ζともできょう。この場合，大路の何日(50650と5D570とり心心距離〉は50尺とな

る。他方，西側の畦畔IC接する SD566Bを西側i.'1;1ζ比定するならば，その幅員は75尺程度lζな 西側講の決
定

る。 SD570が，"世の氾濫をうけ 9世紀以前IC遡る紅拠がないζと，SD566Bの検出範囲がきわ

めて狭い ζ とから，現在はいずれともきめ難い。しかし，京の大路幅を上述の諸例でみたよう

に80尺とするならば，SD566Bを西側椛に比定するのが妥当である。

束三坊大路の正確な中軸線を求める ζ とができない現在，方位を明E監にすることはできない。

京側椛の振れを測定するならば，北で西IC40'弱振れる ことになる。 40'の振れは，他の条幼方

位lζ くらべて大きい。乙の己とは，検出した東側緋が9世紀初頭IC大規校な改修を受けた後の

ものであり，平城京造営当初の方位を失ったためであろうか。朱骨;pry心から束三坊大路東側椛

心までの距離は1599.63mである。乙れを条坊計画線にあてはめ，(0800尺x3)十40尺〕で単位

尺を換算すると0.294mとなる。

発侃調査の結果，束三坊大路東側!，ViSD650はA ・Bの2時期に区分できる。いずれも平安時

代の迫物を包含し，奈良時代末期ないしは平安時代初期に大改修を受けたのちに土砂が堆積し

たものであるJ 流路の変化や11t積回の相巡から識別しうる SD650の時j聞について，鋳造年次

をととにする銭貨の出土状況が有力な手掛りとなる。ただ，注怒しなければならないのは，発掘

区の随処で確認した三胞の分離が，延長240mにおよぶ全域ICおいて均ーに存在しないという

ととである。 tn所によっては， 庖位の低持や逆転があった。 SD650Aからは，和銅開羽から

点観永授に至る 9極の銭貨を検出した。 そのうち，870年IC鋳造された点観永貨がもっとも新

しし桃の下限の 1点を示す。上限については， c.の鴻に存在した告知札の年紀ICよって，天

長 5年 (828)を一つのよりどころにする ζとができる。銭貨の出土鼠からすれば，和銅開疎か

ら隆平永費までの量が少い傾向であるのに対し，7323事I'nから承和昌賓ICかけての銭貨が多く

なる。 Eの乙とは，下胞の堆税開始がl:rO事l'授の鋳造年である818年IC近い時点、である ことを陪

示しているとみてよい。他方，SD650A様式の土器は，平城宮のSE272B様式土器に後続する様

式であることからすれば， 迫物~t肢の盛時が835年以降になる。 SD650B はさらに上下 2 胞に

わかれる。下回からは高年通貨から延rr迎賓IC至る 9極の銭貨を検出した。その上限について

は，貞観永n以後，Jr平大賓の鋳造年である890年の聞におく ζとができょう。最下限は延苔

泌貨の存在によ って， その鈎EJ一年である908年頃におく ζとができる。上回からもほぼ下周と

同郡の銭1'(を検出したが，そEでは延菩通貨を欠いていた。とはいえ，他の遺物については下

厄との問に極端な時間差がみとめられないζとから，908年に後続する短期内に埋没したもの

として差支えなかろう。

以上のようなととから ，8世紀初聞に開通した束三幼大路が9世紀全般を通じて活用維持さ

れていたととがわかる。

北京極大路 束三坊大路は水田のl1Iljf:'ICよって，ウワ ナペ古墳の雨外堤線までたどるととがで

きる。推定南一条大路巾軌線の北方1800尺の位置が北京極大路の心となるが，その位置は ウワ

ナベ古績の周濠にあたり ，設定不能である。実際東外提の発掘を通じてもそれらしき遺構は検出

市 『延書式」左右京式に「凡京路，皆令当家毎
月掃除Jとか 「凡宮域辺朱省路構，皆令雇夫掃
除」とあり，道路と側1昨を維持するため定期的

な婦除がおこなわれていることがわかる.また，
東一坊大路側櫛においても側溝の堆積は奈良時
代末の最終段階りものであった.
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平被'i;r発制調査報告Vl

されていない。 6AFB-J地区で験出した5D444は，ウ ワナベ古坑外提の束，44附をめぐる奈良時代

ICつくられた1，'1;であり， このilYtの南側が京造営時の技地を受けている。 5D444とI地区の5D

451の間約24m輔の都分は，奈良時代では顕著な逃桃はなく空地であり，むしろ奈良末 ・平安時

代の小規枝砧物が集中している。ζのあたりが，北京極大路であろう。約24m幅の水団地形は

ウワナベ古加の南外堤IC添って西進し，西南関で北上する。おそらく ，ζ れが北京極大路の盗

であろう。いうなれば，ウワナベ古墳の南外誌を拡幅して大WillC利用しているのである。北京

極大路の北側i，YilC:I!¥、定できる5D444は北上して5D734と結び，京外泌を路面!とする道路の側滑

となって北上するようであるが，京外IC出た束三J}j大路が西K迂回するか存かは不明である。

ζのほか F地区には北一条大路.A地区には南一条大路が存在ないしは近接する ζ とにな

る。 しかし，発掘区内では築地や側椛で画する実際のi世情を検出していない。

小 路 6AFB-C地区の京都り IC存在する 5A620には， 開口部を設けている。乙のm~分は ， ち

ょうど左京一条四妨三坪と四坪との問IC存在する小路IC相当するようである。いま[)IJ口部の中

心をA庶とよび，前一条大路と二条大路からの距離をみてみよう。

南一条大路中軸線が平城宮西国中内心と一致し，二条大路の条坊計画総が朱雀P'J心の南80尺

の位置にある ζ とはすでにのべた。そζで.A長から，平織宮西面中門心，米信門心までの国土

座t11系における南北距離を求めると，それぞれ135.17m.642.64mとなる。 ζれをさきの造営

方位で修正すると ，南一糸大路からA点mJの距離は132mとなり ，二条大路とA点までの距離は

640.87mとなる。一方，条坊計画綜ICよる小路の位置は 2大路聞のMであるから ，南一条大路と

A点までの距離は450尺，朱fu内心からA点までの距離は 18日0尺+450尺-80尺=2.170尺とな

る。 ζれによ り，それぞれの単位尺を求めてみると，前者では0.2933m032.0m+450尺L 後者

はo.2953m(640.87mム 2.170尺〉となる。0.2953mは造包尺として適当であるが.0.2933mはやや

短い。しかしながら ，仮りに0.2953mを造営尺とすれば.450尺 xO.2933m=132 .88mとなり ，

1m以内のずれにとどま る。間一条大路の条坊計画l紘の仮れが5'以内ならば，A点は小路の"，

~b線 IC一致する 乙 とになる。 だが， 乙 C Iとは小路の存在を明示する側溝などは存在しない。 i立

構而がかなり削平されており ，西方の5D611との関係についても明らかでない。また，時期を

決定する迫物も発見されていないので.C Cでは，しばらく坊内を区画する柵とかんがえるに

とどめておきたし、。

B 左京一条三坊十五 ・十六坪の検討

6AFB-F-J地区の遺構のうち， 大規絞u物を11:1心とする G-j地区と小<J!物が』思量する

.J . F西地区とは位格がことなる o C Cでは，各地区の時lPJ別のill榔配[泣からのべよう。

G北- 1地区の遇措 ζの地区では，整地土胞の相迩から検出逃構を前後3期IC類別でき る。

第 1且;路地而で検出した遺構は，主t物 7棟。6471・S6481・SB482・S6483・S6490・S6498

S6528). irYi 2条 (SD477. SD527).井戸21正(SE464・SE495)であり. j lPliζ属する。第 1次整

地問で験IJ¥した遺構がすべて同時IC存在するわげではなL、。 5B471， 5B482. 5D477は霊復し

て存在し，同時のものではない。つまり 1lPjは3小lPjに区分できるのである。ill観して検出さ

れた 3;立制のう ち.5D477が2械の他物の柱穴を破域しているので，時期的にはもっとも後rll
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SB482カヌSB481SB471とSB482との前後関係、は不明であるが，のものであるととがわかる。

とSB471を古くする乙とができる。などと組合う大型の建物であるととを考慮するならば，

第 i期白細

分

T
ム1-2 J田(SB482)，1- 1 J田 (SB471)，第 I次盤地図験i品の追桃は，のような ζ とから，

両建物SB481の西slIJ柱筋と SB482の東側柱筋との間隔は12尺，3 J聞くS0477)1ζ区分できる。

の心心距離30尺で，fYi安柱紡をjmjえている。 SE464は SB482の東側住筋から20尺束IC，SB481 

S8482の南方48尺を北婆柱筋から10尺北ICあり ，同一計聞にもとずくものであろう。 S8481， 

その東西の安住筋は，SB481 桁行を 5 間 IC~1定する ζ とができ ，へだてて存在するSB490は，

• SB482のfillJ住筋lζ揃えている。同線ICSB490の北10尺をへだててつくるSE4951ζも同時性が

SE495EはIー 2JUJlc属する ζととなる。 SESB490， S8481， とのようなととから，ある。
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1- 1 495の東北にある小建物SB483が，チl戸にl月辿する建物とすれば，1- 2却IjlC属するが，

SB510は平塚 2号11'1のiiiJ方部を削平した部分に構築したものであり，却jに遡る可能性もある。

しかし，SB490の南側柱筋とSB510の北D[I)柱筋との間隔では50.. 在地層による分j剖はできない。

1 -2 J町に比定しうる。確実ICll期に存在す尺，柱J届1[>のノにきい乙となどを考l症するならば，

1J田にその築造が遡る可能性がある。るSG520も，

i反第 1次路地以前lこ平塚2号1ft西協を銅込んだSD527は，埋立盤地以前の排水枕とみられ，

l-lJ明IC相当するでりに平塚 l号績と 2号墳とのI国lζぷ埋立の時間的小差があるとすれば，

1-3期のSD477の下流はSD4851Cあたり，第 2次整地図からの検山であるが I-3あろう。

乙れと方位を同じ19Jに遡る可能性がつよL、。 SD5271Cill復する SB528は方位が北で西に仮れ，

平塚 I号墳北濠を蛸断するSD453Aまた，く する SB498 ととも 1 - 3 J~Jに属するであろう 。

I-2 J町においては，A11物やヂ|戸で.f1¥1成されるr，r;.I期の当初から存在した可能性がある。カ，， 

このととから IーlJ9J池桃

1-3期遺構はつぎの第2次盤地をおとなう
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そのíliJ後の迫梢は希?t~になる。

ないしは直後の仮設的なもの，

住空間としてのまとまりがあるが，

は平城京造営時，
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事前の施設とも考えられよう。

第2次整地面で検出した造線は， Rll物 2棟 (S6470，S8480)， m 2条 (S0453，S0485)，図他

1 (SG520)であり，II J田としてまとまる。 乙れらの遺構は亙'伎して存在せず， とくに小期1<:細

分する必要はない。また，Ij田遺椛S8510はζの時期lζも存続している可能性がある。

第 3 次監J也而で検出した遺品~Iζ は ， 泌物 5 事I!(S8455 ， S8476， S6501， S6502， S850-l)，チl戸 l基

(SE46のがあり .1[1自にまとまる。それらの治情のうち.S8476とS8501は虫観しており ，同

時存在はありえない。 ζのζとから，第 3次整地而で検出した遺構は直一 1J町と1[-2 J明と 1<:

区別される。柱筋の方位1<:よって区分するならば.S8476. S8501， S8502はll[-1 J!Il. S8504 

101 ll[ -2 JUjI<:属する乙とができょう。ただ.S8455とSE466については小JUJを決めるととがで

きない。また.G地区のSE535もとの時期1<:いれておく。

J地区の遺構 ζの地区でのまな迫備は， E;11物6事I!(SB430，SB432， S8437， S6440， S8441).柵

2条(SA叫 7，SA448)とi，V;1条(S0444)である。いずれもすでに削平された地山而で検出したもの

であり，間位的IC前後関係をたどるととはできない。次普の策として迫締の方位で分類するな

らば.211l'IC大別するととができる。第 l群は真北K近い方位をとるもので.S8430. S8432. 

S8441. SA447. SD444がζれに属する。それらの造22尺は 0.295mである。第 21洋は北で京

lζ約8。仮れるj!J椛で.S8437. S8440. SA448であり ，その造営尺は0.30mとなる。 いずれも

l[期IC属するのであろうが，第 1111'を奈良時代末期の逃椛，第 21耳を平安時代のi立綿花かんが

える ζとができょう。また，第2群の遺構はS8437とS8440-1とが重複する ζとから. 2 J町

IC細分しうる ζとができる。 しかしながら. SD444だけは北京極大路の北側溝1<:比定しうる

ζ とからすれば. 1 - 1 J切に遡る可能性がつよい。

F.C南地区の遺構 同地区ICはII物131m(SB530. S6550. S8551. S6552. S6555. S6556. 

S6557. S6559. S8560. S6561. S6562. S8563. S8565).井戸 2誌(SE525.SE臼5).柵 3条 (SA553.

SA5副 .SA5珂).1，'1，> 1条 (S0566A)がある。しかし，削平が著しく整地層による時期別は不可能

である。 ccでは.SA553とSA554を境にして，その南北では遺構の状況がことなっている。

すなわち，北部のS8550. S8551が比較的大型の建物であるのに対し，南部では多数の小泌物

が鋲mする。 ζのζ とから，両者は別IC考慮しなければならない。

切合い関係 S8530は S8550とS8551にill被して椛築しており ，両砧物よりも後出の泌物である。 S8550
による分期

とS8551とは同時存在もかんがえられるが，方位を乙とにするため.2J田ICわけるべきで，一応

S8550を古〈かんがえる。 m物の南方を画する 2条の柵(SA553.SA554)にも宝飯関係があり ，

SA554の方が古い。 S8530とS8551との関係lζ対応するのである。 G北-I地区の時JUI別を乙

ζICあてはめてみると.S8550がI-1 JI1l. S8551とSA554が I-2 J町.S8530がIIJ田という

ζとになり .SE525については所属時期を定め難い。 SA553 と SA554以前のillrl~は ， t.J北lζ近

い方位をとる建物 (S8555.S6556. S6557. S1¥558. S8562. S8563. S8565)と， わずかに束でI肯

K振れる建物 (S6559.SB560. S6561)とにわかっととができる。柵以北のm物と柱筋を揃える

ものはなく ，北方の分期IC合せると J1[J田lζ属する。しかし.lITー II田内でも S8563.S8560. 

S8561とS8565との重量1関係からすれば.tJ北方位lζ近いII物n干が古<.仮IC][ー 1J田とし，

他を班- 2J回とする。 SA554.SA553とS8555. S8556の聞には同時存在がありえず，さらに

細分しうる。なお.SD566Aは束三坊大路西側iIY}.である可能性がある。

134 



W 考察

遺構配置と 3期の年代 すでにのべてきたように.6AFB-F-J地区は左京一条三坊卜五 ・

十六珂QC想定される条坊内の来半分ICおさまる。しか し cの坪をめぐる築地や柵などの遮蔽

物lζ関する遺構は検出していない。さて.CJt!!区のSA620の関門郊の中心A点が*西小路の中

軸線IC相当するものとして.A点から 2坪分である900尺 〈法相尺O.2954m)北上した地点，つま

り十五坪と十六坪との境を求めると . SB470の身合北側柱筋IC一致する。 また， 坪と坪との

問IC存在したのであろう小路の痕跡などはなく ，十五坪と十六坪とは併合して利用されている

ζ とがわかる。 G地区西方iζ設けたトレンチは十五坪を東西IC横断するが， トレンチの範聞で

は昨を細分する併や柵などを検出しておらず 1坪の東西幅である SB566Bの西方約400尺の

付近まで同一地割り内IC包倍されていたとみてよい。つまり ，水田地形lζ主主る十坪と十五坪悶

lζ存在する南北小路が， 今回検出した遺構鮮の西限となる。 I有限については， 北一条大路の

iS締を検出していないが， 仮り ICSB470の身合北側住筋から南方へ !T"f.分の距離 (450尺-40尺

ロ 410.尺〉 である121mの地点を求めて，南限とする。 十六昨は Ifl'分のすべてを存在するので

はない。北辺がウワナベ古墳によって限定され，さらに北京版大路を確保するためIC.m方の

約Mをと どめる ICすぎないのである。 乙のζ とから，北限はS0451f.j近になる。

以上のような ζ とから E 南北約180m，*西約118mの長方形区間lを坊内居住区域として恕定 居住区域の

位定
する ζ とが可能である。ζの区画のなかで，今回検出の遺構がどのよ うに位置ずけられるであ

ろうか。G地区の西方 トレンチでは，正II物などのi>lmは検出されていないが，その後方の1-[地

区西方では調査の前後lζ柱椋や土trが発見されており(fig.28)， ト[J也区のJlト物IC関連するjjJ緋

が西ブ'JIC予想される。検出した奈良時代のiJl物の多くが東西陳述物であるととから.mを正而

とするiJl物配位であろうが，それらは坪の京方lζ偏しており I11心的なiJl物とはかんがえられな

い。いま坪内遺構のすべてをふくむrl哨"線を知る手掛りをもたないが，たとえば.SB470程度

の*凶棟建物ならば東西!C3似並;位する ζ とは可能である。 ζのように仮定すれば，今回検出

した泌物鮮は束認を45成する脇般的な施設で.H地区西方で作在が予想される建物はrt刑"上IC

位置する建物になるのであろうJ

以上のべたのように I 期と lJ)TIとでJ1ト物配位が相述 0.空間利用に変化がある。 しかし，

m 1)田のSB481.SB482. SB490が!I戸を中心ICまとまるiJl物であり . 1 J田から 旺J聞にわたっ

て存在するS0485!C多却の食お類が投棄されているととからすれば，厨jjJ的な性絡がil:lJ'lであ

る。しかし.SB490以南ICはSG520などがあり，後方とは性絡をζ とICしている。南方のSB5

51やSB530の用途については知るすべがないが.SA554. SA553は存在したであろう北一条大

協に而するの築地ないしは柵と対応し，f}j内の仕切りをなしている とみてよかろう。

S0485出土の木簡，土:lliなどのなかには，逃梢の年代をしる手掛りがある。木間では和銅， 年代

'忍1品，終老など奈良時代初jij'iの年紀をとどめるものがあるが，いずれも只逃付札であり iu併

の下i吸を限定しない。他方 ， 土探IC は初銅の年紀を:叫~するものがあり ， 木簡の年紀と矛盾し

ない。また.1I Jl1JのSB470の柱j!iiJJi5からは養老年間IC比定しう る軒丸瓦6301Cが出土している。

第 3次の整地問巾には奈良時代の造物lζ混って平安時代の結前h陶鴻円 などが江.t1Iしている。

うえのようなEとから.IJ田の開始を和銅 3年 (710)の平城京辺部の時点lζおき.IIJTIの/JI1

始はSB470および.S0485のiLS物から，義者~事1I仙の聞におくことができる。IIJ聞の終末lζつ

事 19741f.1乙調査した奈良市庁建設地など幼内の の建物が少ないことが判明している.

発銅により，東西WlJl物が主鼠をなし.I肯U!i
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いては決め手を欠くが，一応木造泌物の耐用年数からi!!~7 して天平初年において大過なかろう。

ll JDJ と 11[J田との問には ， 大きな空白がある。 つまり ，田 J~jでは確実 1<:奈良時代 1<:属する i古都iが

存在しないからである。 11[J~jの年代Kついては， 決然と奈良時代末期から平安時代にかけての

時期にするほか，年代を限定する資料をえていない。ιの時j切にも奈良時代初期に画された条

坊地;切りが年絞するが，tii物の脱fAが小さく なり ，Jt一条大路と北京極大路の路 Ifú~kl<:小泌物

がnu.Eするようになり ，ζ とIC平城京は終品を迎えることになる。

2 込4 物

A S0485出土木簡

SD485から出土した判読可能な木簡28自のうち，米(白木)，1 1f米!<:関するμ進 f~ 札が多数を

占めていた。 û進地のわかるものでは，参河国税凶 1~ß . l~J#ij m~ ， 八名l:Il :6< 7侭(4-10)と多く ，

ほかに川被同船引 I!PCll)，淡路凶作1';II日(13)が各 1{i.ずつある。 Eのうち，年紀の判明するも

のは「和銅6句J3 li" í~ιf1l 3 吋 J r必老7年」各 1}.~~で ， ぶR時代初期 I<: !t<1'している。

とEろでc.のようにIliIl:日をjj]jじて平城宮IUulliされた物資のN札が Td.'外の切内出住地か

らJe凡された乙とについて，かんがえてみよう。まず附米は仕T，衛-:J.:-:q:へのk!l.，あるいは

泌役以やh，(砲の食料として支給されたものである。また白米1;1.渚口jの常食1<:充てるというのが

令の主主的であった。，:11r~'J 常食と大臥 ， Jul役の也やその食料とみると，三:iffrにおいである程度の

規模をもった労働がお ζ なわれたとみてよL、。また，r官奴伴食料ー削J(17)が注目できる。

官以枠はむの労役ICiIU>する奴帥で，その食料の本的が発見された ζ とは，乙の地に官奴伺lを

ツ:'j 1.止 lζ 従 j，させ食料を支給した WJ~があった E とをIf出'Iできる。 J.lf米 ・ 向米のj'lilli札， また ，

己れらにみられる奈良時代初期の年紀，さらに 「官奴帥食料」などを総合して考えると，己の

地峨で奈良時代初期lこf1r. j，)jJをはじめ脳i世も合めて，さらには官奴j'l'らを伎役しである程

度の労働が行なわれたとみるととができる。つまり ，jl:Jをはじめ冨奴仰を支配し，あるいは

人民をJuH止する ζ とのできる人物の出℃を恕定する ことができょうJ

つぎに，木簡とは少し離れるが，左京一条三幼十五 ・十六昨にj占f住する人が，どれほどの陪

)，11こ属するかという点について，文献史料でのあらわれかたをみてみよう。

平城京の雄投とともに京内1C)，s住する宮人j白への沼地班給がはじまるのであろう。しかし，

ζの宅地班給の実体を白伎1<:示すf獄中はない。そこで，雌Jj;!京 ・雄被京における宅地班給の11;

藤原京の班 f棋をみてみると とにしよう。 rfl木』紀J持統5!1'-(691)I2JI乙巳の条!<:r問日，賜右大臣宅地

給
四町直日~j:正以上ニ町， λ;参以 Fー岡I ， :i1J以下主無位，凶Jt戸L1，Jt上戸一町，111戸半町，下戸

四分之ー，王匂亦ifi.JltJとある。 ことでの班給法準は，日職 ・位階および戸11の多少によって

いる。すなわち，官職では右大臣のみを特別に 4凹Jとする。位階では乙れを 2AJJ'Iし，，な広j1¥

* 平城京造営に関連する，造J，t司。本工'/;1など
。宮司である可能性もあるが。i坦物がtJi内のru
物に付属した50485から出上していることを考
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えると ，..f;聞も妨内の建物を使川した人物との|瑚
辿において氾t躍すべきである.
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(従四位〉以上IC2町，也大多(従五位〉以下を 1町とする。動I立(6位〉以下無位IC3¥:る者は，

その戸口の多少により，上戸 1町，中戸)1'町，下戸メ町とした。 ζ の似合，戸の等級は「令w
解J閏令所引の民主 3年(706)2月16日絡によれば，戸口数ICもとずき，大戸は 8丁以上，rl:l戸

は4丁以上，下戸は 2丁以上という。 「続日本紀』天平6年(734)9月戊辰条IL難技京での班給 難波京

基準が決められ r班給鷺波京宅地，三位以上ー町以下，五位以上半町，六位以下四分一町之

一以下」と b、う。 ζ ζ での基準は，位階によるもので，三位以上が1日J以下，五位以上はM町

以下，6位以下はパ町以下と定めている。

さて，平城京での班給基準は不明であるが，藤原不比等や新岡部親主の例ICよって宅地を恕 平域京の班

定することができょう。藤原不比等の邸宅は後IL法華寺の~j 地となり ， 新岡部親王の邸宅は肝 給
沼提寺iζ』也入された。 ζのことから，法草寺l日境内に是1定する四町，日fjW.!J寺の旧境内IL想定

する 4町をもとの邸宅区域と恕定してよかろう。藤原不比等は，平城京選都時ILは，右大臣で

あり，没した養老4年(720)10月lζは太政k距 JE一位を附られており ，かれの宅地は4町であ

ったとみてよい。新回而l親王は，平城京滋都11寺iζは，三品であり ，神也元年(724)2月に一品IC

叙せられる。 r庇鑑n如上京iJE伝JIC， 鑑真が新旧制1鋭王の子である氷上克人(庖焼王〕の宅

を訪れ，守地としての福地である ζ とを党ったという記事をのせており， .jfr m部親王の宅地が

子の塩焼王lζ伝飢されている ζとがわかる。組焼王は天平区平元年(757)I月，橘奈良麻呂のIjJ

併に坐し I t~~絡に降下して氷上其人の姐を賜わる。 ともに柿奈良麻呂事例 IC坐するmの道組王

が「右京の宅JIC囲まれている乙とから，新聞部組王の宅地IC塩焼王と道祖王がともに居住した

可能性がある。いずれにせよ，事件後ICr没官地」となり ，乙ζICj，!i Js t!;l与が占定されたのであ

る。藤原1<1'麻呂のlI1村第については有名であるがi-:'俊男はfU村~~を定京四条二坊の 4 町 IC 打{

測しているJ また平安時代の氾録であるが，多治比必笠が佐保川の付近{ζ是正地 I町をもち，

紀勝長が左京二条五幼じ町に家地 I町をm有していたことが判明している。帥 以上のような諸

例lζよって平城京においても藤原京に準じる宅地の班紛がおζなわれたとみてよいであろう。

今回検出した遺構は，すでにのべてきたように，左京一条三坊十五 ・十六坪にまたがる 2町

分の敷地IC設けられたものである。 t語版京Ici¥f;じれば，従4位以上の1'1族の邸宅になるのであ

ろう。左京一条三切の{上人としては，大n;m人今城ほか 3名が知られ，判権そのなかでは，大Ki

今械の邸宅の可能性もある。 しかし，彼の経肢は奈良時代jjijJ町に活況を長し，LI:1期IL断絶し後

J切になって再び大規棋な核地をおこなうという巡備が示す事実と呼応しない。かりに彼の父が

畠t!W:!l1J二であって，その宅地を伝制したとしても同じように奈良時代中期に断絶するという逃

椛の Ji実と呼応しなし」また，彼のi立階が従五位であったととを考えるとこの可能性はきわめ

て少ない。それでは，乙の 2町の宅地の主は准であろうか。 nrlksしたように，奈良時代初期1[，

仕丁 ・術こ1:.また官奴蛸fらを使役することによって，Cのj也で労働をおこない得た人物のひと り

として，いま長屋王を推定する Eとができる。つまり ，良昆ヱの作宝宮である。長屋王は，和銅 畏屋王

3年4月1[，式部卿，従三位とみえ，平城巡都時は従三(ilで.liiIの班給法憎からすると宅地 21UJ

にあたり検出のitI併と合致する。彼は，有II(tl.ie年，iE二位立大臣IC昇進するが，天平元年(729)

2月，自尽する。とζろで，Nlf(j5年，1.庄のJt闘による刊IfU経の奥i!?には「検校使作'-;t'SK判'白従

本 J-~!俊兇「雄Jj;I仲掛目の川村百円J (r日本古代政
治史研究」所収 l田6，p.401)

H 延暦23年6月10目的綱牒「平安遺文』第 l巻

24号延暦23年6JJ20n京大寺家地m換券文
『平安巡文Jm I巻25号

判事大井重二郎「平城京と条幼巾IJ1ltの研究JI966
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作宝宮 六位上勲十二三?次回赤染造石金」とみえるのが注目できる0*iW宝宮判官Jとあって，一個人

の家政機関ではなく ，宮として四等官をもっているのである。との ζ とは，作宝宮が半ば公的な

機関lζ相叶する ζとを芯、味し日iI.iAのm米 ・白米 ・官奴舛食料などの木簡も，この点から合PJ!

(!'JI<:解釈できょう。また，己の地域でl1l土した総高h;j(故文用は宝殿らしきものを類推するにた

る l'Fliな i立物であるが， ζ れも作~j;::宮と IIfばれる長屋王の邸宅にふさわしいものといえよう 。

いま，長屋王のrl宝宮をうたった持が n由風泌J1<:多数収められている。そのなかで，E~毘王

自身の持三首についてみよう。料 宝宅1<:新羅符を且:したときのfi'j-);(として「松山余公下り，刻

告Iir& ihl r!Ù~ らけし」 と菊のかおる捕をよみ， また ， 初{i. 1<: 酒宴をした内 主肢の宅の風52はうるわ

し<. t~草のj也の如 き林泉 IC初春の1f.はあけたと述べている。 3\\j前むといい t-ti 1t'f池といい ， いず

れも池をもった作宝楼であった ζ とが述べられており，i血をもった庭闘の退問のーJ'突とよく合

致している。と ζろで，作宝は佐保1<:通じる。己の発嫡地周辺から東方1<:かけての-mは後111

佐保田庄となった地域で，料水 長屋王宅がζ1:1ζ推定できれば，それはまさしく佐保宅と呼ぶ

にふさわしいのである。-1'.1作宝楼」ともirl'宝宮」ともいう乙とから，長毘王が白からの郎内

に i::ii:殿」をつ くった ζ とは じゅうぶんかんがえられる。

B SD650出土木簡

SD650出土木町1<:は，天長 5・7'1' (828・830)の年紀をもつものがあり ，その廃来のー11寺fl

をしるととができる。23.r，'1の木簡のうち，立味不IYJのものを除くと，記載内容によって，人の

往来関係を示すもの(29-32)，宮司の物資 ・人夫などを泡するもの(34-40，43)，あるいは経典

など寺院1<:関係するもの(41.44)1<:わける乙とができる。

告知札 ι'，，，¥の告知札(29-32)1;1，形態や文:r.r内容によって，人々 の往来する場所1<:掲示する

一種の肪示である乙とがわかる。

ととろで，tE知キしにみえる牛 ・尽などの拾得について主主牧令では「国耶の1'J.たらん闘畜は持

、可界の内lζ仰せて主を訪わしめよ」とある。また，奴』中が逃亡して促えられた場合1<:も同様に

奴州が主を珂lらなければ!跨告せよという〈柑i亡令IJ私奴同E条〉。 闘畜， 奴1'¥'いずれのfg合もその

主人を主主昔、する手段として肪札が用いられたとみてよい。

陪示 平安時代になると，~a~Jを内符とした太政志符が， その伝達手段として交通の要衝などに肪

示されるようになる。たとえば，京の喪儀が{陸軍まになる ζ とを祭じた太政官符ICは， i所在の

条坊および要f6K於て 明らかに防示を加えよJ(r鎖型軽三代路』延暦ll'P月22日太政官符)といい

また僕殺が病を怠って路次1<:追い出されて石必人もなく餓死する幣~をいましめる太政官ねに

は iのて要路1<:勝示し，分!日jJ<:告知せよJ(向上弘仁4"1=.6月1日太政官符)という。今回の也

知i札は ， 太政官符などの禁制の防示とはいえないが， 盗難lζ巡った斑牛や定失した，n~などの特

徴を記し，公J)fj捜査をお ζなう点はまったく同 じである。そうした ζ とから， 告知札の立てら

れた束三坊大路が，人々 の!Il')繁1ζ往米する要路であ った乙とを物語っている。令の規定1<:よれ

ば， I1制高は当界の内1<:仰せてその主を訪わしめよJという。III辺部長昆引門村で続難に巡っ

市 大般若経巻茸~267 (恨咋美術館職〕

.. r他風泌JI乙は長屋王の持三白を収める.，山|
出~ .解釈は日本古典大学大系本〈岩波百五日)巳
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...本山福太郎「平城京祉と{f凶J ()、有!文化研
究 inS巻8号 1953，p.l)
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た斑牛に対して，郡界を越え添上11日にきて肪示をおとなうζ とは，またとの道路が交通の重要

な要路として利用されている ζ とを裏づけるであろう。

平城京の束三幼大路が，なぜ平安時代の要路として存続するのか。それはほかでもなし こ

の道路が大和と山背を結ぶE要な幹線道路ICかんがえられるからである。

古代の大和と山7'iを結ぶ要路としては，下ツ道，中ツ道，上ツ迫の三道が比定されているJ 幹線道路

しかしながら，平城京選都後，下ツ道は朱彼大路とな り，その北部は宮城内にとり乙まれてし

まった。つまり，奈良時代ICなると ζの道ICよって山i'tへぬける ことはできな くなる。もう l

木の道，中ツ辺は北上して平城京束四坊大路IC接続する。との場合，IliiYIcぬけるには，一条大

路と交叉するあたりで西IC回って現在の関西本線沿いの谷をぬけるか，*1<:回って現在の奈良

坂，つまり図道24号線沿いに北上するかのいずれかである。後者の場合は，上ツ道の延長線IC

あたる。と ζろが，束三坊大路を北上すれば，ウワナベ古1ftの東側の谷lζ遭遇 し，中7道の西

迂回路と同じである。ウワナベ道は谷間をぬけると比較的平易な道であるが，奈良坂の場合は

難渋な山道となる。さらに，平城宮との関係からいえば，一条大路をへて束三坊大路を北進し

て山背国というコースの方が利用しやすいといえよ う。乙の仮定からするならば，かつての奈

緩闘が平城京造営以降，束三坊大路の北上する国境線K設置された可能性がつよいEとになる。

束三坊大路を北上 して山城へぬける通路は，平安時代の公家日記や物語などにあらわれる。

たとえば，1:(:弘 4年 (007)，藤似道長の金峯山参詣では， 中ツ道を南下し， 井外:;;t(木簡に払

える山辺郡長屋門村)u: f{~ì している。H また， 平安宮からの器目祭IC遣された使者の通路もとの

泊で， r江家次第jによって図式化する とつぎのよ うになるJ紳

平安京一一 一→泉 flt->不退寺 〉一条大路一→烈子原一一〉二条大路一→春日大半J

以上のように，平城京の束三坊大路は平安時代にもなお大和と山i'tを往還する泊路としてイF

絞し， 中ツ泊と合体 して大和盆地を縦断するもっともm~な幹線道路IC変貌したのであった。

官営工事 木簡34から天長7年頃，栄井真継を将向lとする造作が発掘区の近傍でおEなわれた

と想!解するならば，木簡35-40も向車1である。他方，r5JIJ当殿J(4J)については，木簡44やm:!r.

土~~icí寺所Jr造物(所)Jあるいは!白侶の人名と思われるものがあり ， 寺院の長官とみてよい。

つまり，官が介入する守院の建設がお乙なわれた可能性を物語る。

方院の主主立に係る工事とするならば，束三J;Jj大路Iζ隣接する不退寺との関係が注目されよう。

清都を平城京{ζ移選しようとした平滅上皇ICは，阿保親王，高岳親王(りちり真如)があり，両

主自主はと もに大和と深い閃係をもっ。すなわち 2人の規王の子女はそれぞれ在原姓を悶り，

商品親王の子である在原普淵は， 点観4年(862)IC父親王が構えた:hl合を修旧している。料水市

町lfr親王のな伶は超昇寺で，その寺域は平城宮推定第 l次内宴後方地法IC推定されている。

阿保親王の子ICは，在Jhifi中平，行平，守平，;!/，::平があり，かれらのうちとくに在原業平が不 不退寺

退寺を創建したという伝承がある。すなわち， r大和志料J1ζは「寺伝ニ平城帝大同四年酢ヲ

d時i明帝ニ譲 リ平城ニ幸シ:t1Uノ!股ヲ ココニ造リテtt御ス之:u:御所 ト称ス，上皇/虫子阿保親王

及ヒ其子在原業平相承テ コレニ居Jレ，承和十四年業平詔ヲ恭シ旧宮ヲ以テ精舎 トナシ観音ヲ5t:

位シテ不退転法輪寺 ト称ス ト云7Jとある。現在の不退寺については，まだ発捌関査などがな

* 伴俊男「大和白古道J(r古代の日本近畿J1970， 
p.93) 

•• r御堂関内記』

ホホホ 『江家次第』治第五 上111日在日祭事
柿材 「三代実録」点観4年12月25日
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されておらず，その旧鋭などについても確認苫れていない。史料の初凡は， 貞矧 21f. (860) Iζ 

趨昇寺とともにあるが，承和14年〈剖7)創挫の確証はなb、。 もし， かりに現在の寺地が平安時

代のil'J!.l!以降変更されていないものとして，木簡史料をもふくめて推測をたくましくするなら

ば，天長元年 (824)の平城上出没後， 彼の離宮であった立御所が寺院に変支された吋能性がき

わめて強いとみてよい。

C 屋瓦

軒瓦の編年 出土した軒瓦のなかには，平城宮や周辺寺院の調査によって時期を限定しうるも

のがいくつかある。平減宮における造g'J~JI1: t\'J拠して ， ζ 己では奈良時代の粁瓦を I-V l田 lζ

区分する0)'1表 4)。

第I期 第 I J田和銅 3 年の平城退部から ， 長老年fl~l1:至る J~HiU(7国-720年代〉。 軒 )L瓦では6284C.

6301 B ・C.軒平瓦では6671B・O.6675が乙の時期11:属する。 6301B ・Cは興師寺j)'J主主瓦で

ある630lAよりも小型で，文織の細部も若干乙となる。 630IA-667IAが興福寺中金22の-:;H

が建立された和銅年間11:製作されたものとすれば，はたして630lB・C-6671B・Dを同時j切

におくととができるであろうか。乙の点で注目されるのは，主主老4年 (720)の]LJ:i<:院主t立を契

険11:して10月l1:r造興福寿仏殿司」が設置されたととである。造興福寺仏殿司の設叫によ って，

藤原氏の私寺であった興福寺が官守と同絡の扱いを受けるととになるのであるが，それ!ととも

なって造瓦組織にも官窯としての改変があったものとおもわれる。630lBの瓦当QHliiI1:布自民

のある己と.6671 B 11:段宮lと直線::itの 2積があることは，いずれも6301A -6671 Aとの一致を

示す。また.6301日・ Cの瓦当i町が6301AI1:比して小型である ζとは，たとえば平城宮出土の

6235Bが京大手J.f副総瓦6235Aよりも小型である ζとと共通している。今凶の調査区が京内のl邸

宅Iζ閃.i!Uする地域である ことをかんがえると，興福Jjの造作11:関与した官%1から支給された可

能性がつよい。したがって.6301 B ・C-667IB・Dをζの時期Iζおく Eとができる。

6284Cは平城宮第41次調査で. S03765の下回から和銅の紀年木簡と伴出しており， その時

期lを平城宮造営当初11:おく ζ とができるJ

6675は均整ぽ1;f.文であるが，外区 ・脇区の線鋸歯文，ほ41文の様式などが脱原古式の偏1j" 1.'1 

1/i文の疏れを倣むもので， とのß~JUjl1:比定する。

第日期 第lIJ田 聖武天呈即位lζ関係する.i11包から，平城辺部I己主るU.yJIlJ(720-745年代】。

軒丸瓦では.6011. 6012A・C・0.6015，6225A • C， 6226，6227，6228.6285.6291， 6303A， 

6308A・B.6314がある。 6285.6291， 6303A， 6308A. B. 6314の各型式の瓦当文様は，平

減2・で有]'lll6年 (729)の木簡が発見された SK2!02から出土した6311. 6313の文織を!Ji準にし

ており，線式的，技法的な1月述から乙れと相前後する時期{ζおく。..6303Aは綴式rr"l1:は631!，

630811:近似するが，難波宮Iζ同i芭瓦があり，それは型式朝造営の時j田11:比定されている。 6015

も同級である。料率 6225 A ・ C は ， 聖武天皇の即位を契機lζ造営された平城宮舵定第 2 次朝~

本 「節41次調査J(奈文研年報1968p.37)
判 rll日相]39年度平城宮跡発捌側企紙袈J (奈文

酎fW.報1965 p.33) 
...難波宮祉顕彰会・研究会(r難波'srlltCD研究4J
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制197!Jp.35) 
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品IL所別瓦である。 6226.6227. 6228はEれとあまり隔たらぬ時期のものであろう。6012Aは，

J[r招能寺講堂下回造附から出土しているo'6012Aの特徴は，瓦当裏面IC布圧1ii.を残している 布目痕跡

ζとである。 6AF8区出土の6012A22点のうち.8点IC布庄痕をとどめている。圧痕は瓦当と

丸瓦の接合粘土が剥離した部分にも残り ，判il工痕が瓦当と丸瓦の接合前IC押圧されている ζ と

がわかる。つまり，箔型IC粘土を治めて押圧する際!と布が用いられているのである。 ζの技法

は，上述の興栢寺式lζ服する6301， 平城宮の6311.6308にみられると ζろであり ，第 I却l末か

ら第 lIJ~11Cかけて共通する技法として理解できる。 6012 A の流れを汲む6012C • 0もそれと余

り時J聞を隔たらないものであろう。

軒平瓦ICは.6572A・8.6574. 6663A・C.6664H. 6667. 6691A. 6681A. 6682がある。

軒丸瓦との組み合せは.6侃4H-6311.6663A・C-6225. 6572 A • 8ー ω12である。 6572A

Kは段加のものと直線顎のものとがある。その段暫lは上述の興福寺式667181C比して，顎幅が

小さしなかにはわずかな段をとどめる直線顎IC近い形状をとるものもあり，一組の退化型式

である。 ζ の ζ とからも66718 1ζ後続する U~ilDIIC おくととができる。同級の切につくる平城宮

邸82についても同じである。 668IAは“63と6682との様式的なi対辿から .1:の期Iζ入れる。6667

は!j:I心飾の形状が6664CIC最も近く，段顎である点から，第I期に遡る可能性もあるが，一応

錦E期ICいれる。6691Aは線式的IC6667 Iζ後続するものである。

第1IIJ~l 平城還都から天平勝宝年!日1(745-756年代〉。

軒丸瓦では6134A • 8. 6235 A. 62828・F・G・H.6316Aがある。 6235Aは京大守創必瓦で，

西塔の鯛査などによって天平勝宝凶に比定できる。 6282の各樋は平城宮大鰐職から.6134Aは

平城宮抑定第 1 次内説北域から出土してお り ， との時J~jIζあてる ζ とができる。 6316 Aは同系

統の瓦が各地の国分寺にみられる ζとから，乙の時JPIIζ属する。紳

軒平瓦ICは6721の各種.6732 1 ;がある。 6721各種は.6282と組み合う。 6732If;t 6235と組む。

第IVJ回 天平宝字削後から神謹双2年間iζ主る時JPI(757-769'ド代〉。

軒丸瓦は6133の各極.62358 ・0.62368.粁平瓦は6725A.6739. 6801. 6802である。 62358

は西大寺，西隆寺の創止s瓦であり，料水 天平和11設 1"1'(765) -神話Q::;l:Qll年(767)に年代の l点

をおくととができる。62368.6739もまた凶隆寺造営IC関する瓦である乙とが判明している。

6725Aは府知提寺創<1l瓦であり ，天平宝字 3年(759)凶ICおく 。6801.6802は飛主文の軒平瓦で

ある。6801はrt心飾ICr修」字を配する。従米.1:の「修」は修理に関する宮司，平安時代の

「修理職Jの略称とされていた。他方，奈良時代にも事11越)::.-:;r2年-:;;:IU5年の時期lζ幾度か

修理長官 ・次官の任命があることから r修恕職」のiill身にあたる宮司の存在が予;lJ;tされてい

た。四隆寺東門の調査Kおいて.r修理司」と記載する木簡が山土し，卓城宮出土の「修H 班」

「司」の刻印瓦も修理司を表わす可能性が強くなった。 このような乙とから .6801の年代をや11

~京芸年間ICおくととができる。類似の6802もほぼ ζの頃であろう。

第皿期

第 lV期

第VWI 宝仙年間以降 (770年-?)であるが1:の時JPIIC属する瓦はりjらかでない。 第V銅

平安時代 ~年代を決め難いが平安時代初期lζ属する!/if瓦として . 7349ー7734. 7769があ平安時代

る。7349ー7734の瓦は従来から，不ili寺式とよばれてきた瓦であり. 6AF8区一 F-J地区K

- 沢村 仁「瓦Jcr奈良六大寺式嗣庖招能寺J
l弼9.p.43)

H 大和郡山i'li教育委員会 『平城京経城門発掘調

査報告j1972.p，34 
..・浅野附「西大寺東西1，lijl!¥J Cr旭築学会論文集
60j 1957. p，781) 
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平城宮発掘調査報告W

わたって多く山土した。不退寺の自IJUlII与に用いたものであろうか。 7243，7251， 7283， 7297も

平安時代のものである。

鬼 瓦 2l'llの鬼瓦!Cついては，向m関係など，他追跡出土の鬼瓦との比較資料を欠き，年代

を限定する ζ とは困難である。と ζでは浪然と，鬼瓦Bを奈良時代末期に比定し，鬼瓦Aは文

様の繊細な表現などの類似性からは7349と共通しているので，平安時代に比定しておく。

緑軸水波文規 緑fllrノk放火時としては，川l京寺，興福寺東金1e，:，東大苛二月hl:.伝法草奇から

かつて発見されている。また，類似の三彩異形地が今回の発掘区IC接する一条高校迎却J窃で発

見されている。それらのうち，川原寺，興福寺のものは上面!C半肉彫りの水波文をあらわし，

下両!C布目痕跡をとどめその尽さは平瓦とほぼ等しく ，今回の緑有h水位文地とは直接関係しな

い。*大寺二月堂以下の緒例は，主IJ線で水波文をあらわし，今回のものときわめて類似する。

さらに，伝法務守，一条13校例はlJ:¥土地点が近接するととから，本米は同一構造物ICもちいた

可能性がつよい。そのととから，との 2例を矧察したJ

伝法華苛例は，一辺14.5cmの方局で，上iJii!Cノk波文を箆陥きし，緑fllrをかけたものである。

刻線の文様，地の寸法，始土，焼成は今回出土の緑紬b!jalCきわめて類似している。さら !C1十

三条十」と刻する下面の刻討も緑踊Irhliaの「九条」と同m:跡のようでもある。近年ICな

続的同乙なっている榊刊境内の発銅調査では，附 l水波文醜が叫したことはなト。お

そらく ， 法11~寺町lであった6AFB区付近の「字法制」で附され也2五位品

一条高校例は，側面のiJ.さ3.5cmで1350の岡i'Jをとどめる三彩噂の破片である。上回の問的

に近い$分，およびその後方をヒダのある山形!CI後起させ，裾まわりに線刻の敏文をほどζす。

三彩利は上而と側面IC限り ，下

j(ijlCおよんでいなL、。下而は側

m~が平Jf!.1日をなし ， 上田の隆起

IC対応する部分が凹jmをなす。

三彩と緑罰Irとの胎土や施文につ

いては，今回の緑紬樽a・bIC 

きわめて類似している。柿

なお，今回I.ti土の緑荊Irk'iも，

SD650， F-J区にかけての

広範囲!C分布しており ，おそら

~ く第 3次整地をお乙なったと き

に四散したものとおもわれる。

到在，aw地の北限が Jm地区

であるととから，本来は左京一

条三坊十五 ・十六坪の邸宅内IC

存在したものとおもわれる。

関
さて，以上のような諸例をふ

* 観察にあたっては，東京国立博物館D本村荻

:i:t氏と奈良国立博物館町稲罰百也氏の援助をえ

た.
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fig.27 料相I!J<~文h!i:llil!J 凶

判文化財保護華民会「奈良市法草~'j:町 11\ 上三~
陶J'r'等JCr坦蔵文化財要覧3J 1田3.p.96) 



刊 三号 祭

くめてe.の種の樽を再度分類すればつぎのようになる。

a 上前11:水波文と緑利lを施し，~lllITii 11:逃げのある方崎。 I辺0.5尺を基準とする。

b 上而11:水波文と緑利lを施し，側I1ii11:逃げをとらないもの。方博 b1と三角埼 b，とがある。

C 上面11:平行斜刻線文を施し，側而に逃げをとらないもの。上而に文械を施さないものをも

合むが，すべて緑車11をとどめない。 有文方埠CJ，無文方埼 c" 無文三f11騨 c，がある。

d 上而に立体的な隆起と水波文，緑荊hを施す。135。の隅角をのこすが，全形不明。

以上，4額の増のうち a.b. dはーjiJjのものとみて差支えなかろ う。もしそれらを用いて

的場するとすれば，埠dを隅11:おく八角形の平T1ii形となる。間以外11:は崎 a • btを四半数あるい

は布敷にして，辺縁を埼b，でおさめる担状の施設が恕定できる。 J1<波文がス タンプではなく ，

埼どと 11:e.となっている乙とや，下而の刻舎が舗賜時の寄付けをあらわしている Eとから，各

坊の位置は全体の造形を構成する部分として回定しているととになる。なお}事aの一辺の長さ

が 0 .5尺であるととと ， 主~J1!}から縦方向11: 10枚以上， 横方向 103枚以上の埼が存在する ζ とに

なる。つまり八角形の直径は6.5尺Cl.95m)以上という ζ と忙なる。埼 cについては，八角の

舗噂を支える基If!の羽自に用いたの地と して考慮するととも可能である。

ζのような緑前h水波文博の八11)t;!iJ.fiの原J~を恕定する資料と して ， 東大苛「阿弥陀悔泊料資宝般

J~ 版 JC大日本古文住 5 巻 p. 673) 1という宝殿がある。それは阿弥陀浄土変ー舗をおさめる厨子の

ょうであり ，天平13年 3月lζ完成したものである。資財帳にはその形状をつぎのようにいう。

宝殿一基漆八戸l 高ー丈六尺三寸

叢

柱八枝

頂居金花形一律八1')居金周1.Jf3.八口 各咋雑玉幡
装着大蓮花形一枚並以金銀mm飛苔薩t:~æ花等J~

並以金銭設置.cm士事)~

上階池磁敷珊瑚地辺;(j'金銅餓貯金並蛮飛菩薩等Jf.j
基二階 下階在述子五百金銅銭円附裂等高欄上居金花八椋

東大寺二月堂付近出土と伝えられる緑利l水波文博は，もしかすると との宝殿の上階IC舗場し，

瑚璃の地磁を構成するものであったのかもしれない。同級11:，今回の水波文博も，八角形tJilfl

lζ復原しうる ζとや，7k波文が池磁をあらわすとみてよい乙 となどから，八角二軍基胞の上階

に昔日増したものとみて大過あるまい。

土 管 I地区の西方約10mの地点で，家屋新築の際，瓦製土佐が出土しているのでe.の羽

を借りて紹介しておく。北東から西南方向11:述らなる というから，旧平塚 l号墳西涼のm地か

ら排水するためとみられ，奈良時代に属する。数個体分あり ，玉縁丸瓦を 2個辿結した形態。

:;'Gm品は外径約14.5cm， 内径車(~ lOcm ， 全長72.3mで ， 一端 11:接合用の差込みをつくる。胎土

K砂粒を多く含み，焼成は悪〈軟質。差込み部分を除いて外TMは縦方向の調整。差込み部分は

縦方向の調整。内面ICは布目痕があり，それが全長lζ切れ目なくおよんでいるので，生丸瓦を

2木接合したものではないととがわかる。両端の内而は箆目IJりで控えている。

区塁率一 翠翠拶iO
fig.28 上'TI実測図 。 10 20 
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D SD485出土の土器t

6AFB-H・I地区にわたって柏i撃されているSD485は， 加 IJ目の終り出lからはじまって，

第 UJUIを通じて利用される排水洗である。その年代については，すでにのべたように，初制，

誌ffl，3rt老の紀年木簡から実年代の i点をJ巴Jhlする ζ とができる。また，土日時J'iのなかにも和

銅のm~を記すものがある。他)j ， c.の械と共存する S酢170の倒立tlJ.t物の掘Jf!;から，22老4

年IJIJ後から製作を開始する軒丸瓦6301Cが出土しており ，SB470が少くとも謎老4年以降Iζ!ill

築され，SD485もそれに1'1'うとかんがえられる。以上のような己とから，S8470の耐周年限を

も考慮して，mlU闘の終りを天平初年目j{ζ倣定したのであった。このよう な前提にもとずき，

S0485出土の土総のIllJ却を検討してみよう。

土器の編年 平城宮跡で尖年代を旭挺している土(，~は ， つぎのようなi立構からl1l土している。

平城宮SDI900(下臥.710年)，SD3035・S04951(724年頃)，5K820(749'1'頃)，SK219 (763年頃)，

SK2113 (780'1'頃〉で，それらは伴山した木簡，および逃術科11工の関係からの年紀によって年代

の一端が判明したものである。

SD485土?，;iについて，資料の多い供膳形態土総を中心とし. IVj段階のSD1900の土J.:~および

後段階の5K820土:illと比較してみよう。ただ，弘j迫仰の土日;についても現復位恐!が終っていな

いEとから概念的にならざるをえない。

501900土 SDI900土削減と SD485土削掠と対比すれば;出i'L )f!;rm，成Jf!;技法，調佐子法のluiで共通

器との相違
する部分が多い。EれをSD485土日IP:r.の占い要点とすれば， SDl900土日IP犯にはみられない新

しい要来もある。すなわち，形態では杯口紙端部の巻込みが尖l1lして大きいこと，:五郎Albが

存在しない ζ と，完封Eなどの三11.1Jf!;針山犯下が若干排くなっている ιとなどである。さらに，

M、恕iの場合，掛{綻陪文+ 11宝級品111古文+迎弧11古文が一般化しているのは，SD485の特徴である

(fig. 29)0 m忠Mでみると，紙調1の屈曲するみA，尖肢につくる鉢B，平瓶 bなどはSDl900

土日誌にない新しい要素である。また

平版 aでもJe手をf.1さないものが

一般的である。以上のように，相.i$

侃はそう多くないが，SD485のiJj忠

訟には SDl900にない新しいお組や

形態が出現している点lζ注目しなけ

ればならなL、

恵三三室三ヨ¥物'7:1. i 
モ室三主主~

5K 820土 SK820土間総の恋艇では，a3l法

器との相違
による腕Aが新たに笠場し，料、1Ij[類

は全般的1<::小型化する。形態では杯

AIが法くなるfili向にあり ，料、JIJI類

の口縁部巻込みがまるみをおびてい

る。 SD485の高杯A1 a.bのような

低い高杯はなく，主主資などの三角形
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vl 考察

折曲把手は媛小化し， 五のつまみも比較的小さい。 杯皿は主としてa手法で調整するが u音

文を施すものは少なくなり ，その文椴も簡略化する。須恵器では鉢Abが一般化することKな

り，鉢Aa. 横瓶などがなくなる。また平瓶 bが一般化し，その形態も洗練されている。杯肌

類でも土師誌の杯皿と同じように小型化する。さらに道Aのうち縁端部が屈曲するものが盛行

する。 Eのように .SD485土認 と SK820土6;;との問では ， 土師器 ・ 須;芯~~を問わず#I i主点を見

出すととが容易である。

以上のようなζとから .SD485土器が SK820土器よりもSD1900土器lζより近い特徴をもつ

ものである ζとが明らかであろ う。他方.SDl900土器とも明らかに相注する部分があり .SD 

485土器のなかからSDl900土器的な部分をi!!引いた部分をSK485椴式と して設定する必要があ

る。つまり ，和制の年紀をとどめる土器の存在から類推できるように.SD485土器のなかには

SDl900土e.iの年代である和銅年間の土器が包括されているからである。 SD485様式と仮祢す

る一群の土掠11:類似するものは，平城宮跡SD3035.本 SD4951.材 小型悶宮推定地SK260.帥*

飯田寺跡SD050・051，材料 船橋逃跡B地区新型式などにあるコ平城宮跡の例では，伴出の木

簡から年代の l点を事Ilt(1年聞におくことができ， 平城宮跡土:mの第 2段階(1:想、定できる。 現

在，他遺跡とのじゅうぶんな比較検討をおこなっておらず，さらに将来(1:期したい。

土器の使用形態 SD485土践は左京一条三坊十五 ・十六坪のJo!i住地で使用され，廃棄された土

器である。 ζのuiiからその使用状況を類推してみよう。

SD485土器を用途別にわけると ， 土日IU~において供膳形態66 . 3% ， 煮沸形態32 . 6% . 附成形

態1.196 とな り ， 須忠告2では供膳j形態81. 496 ， 貯蔵形態18 .6% となる。土師<.~，須]!:指ともに

供膳形態が大半を占め，両者をあわせると総量の72.296が供服形態という ζとになる。供膳Jf> 供膳形態

態の土器のうち J aiJJXr，;iと土{出総との比事1;14.5:5.5である。平城宮跡SK820土器では4:6. 

SK219 土~では 1 : 5 であり ， 奈良時代の終りに近づくに従って土師~が増加する傾向があ

る。他方， 田中琢が批算した宝字 3-4 年の20個月における司王写一切経所の;Ji恵器と土町Ij~iiの

損耗比率をみるiC，紳榊・m:u.(器 2 t，1極の用 口が567個， 土師~:;4 Z極のm口が1052個であり ，

その釘粍比率は 1.08: 1であるからほほ同率で消耗したものとみられる。 ζ のような観点から

すれば.SD485士容における須恵おと土日ip器との益的関係は使用時の状況とみてよい。

供膳形態の土器(1:は盤A・Bや鉢A.Bなどよ型器研を含むが，それらはどく少数であ り，

大部分は食膳(1:ならべる柄、 .腕 ・1mの類であ り，数個で I膳を精成する。 SK820土訟ではζの

よう な供腿形態の土器が92%を占め.SK219土器では89.6箔を占めている。絶対:@:でも多く ，

それらが多人数の饗応lζ対処している級子がうかがえる。SD485土?，Nでは供膳形態が多いとは

いえ，平城宮の場合ほどではない。11寺JgJは少し下るが，天τ1"宝字年聞における京大寺写経所の

例では ， 土問u ;m と須恵6.~で構成するー膳の食誌が 4- 6 附であったととが鍛測されている。そ

れは陶枚何'.向錠，土枚向、，土rr杯，土lI:t.土鋭形，島民杯などとよばれるものであるが，同時

期の平城宮跡 SK2113土23の杯AI，腕A.IIIIAll. 杯AU. 杯Alli. IUIAIの組合せとほ

ぼ一致している。 しかし.SD485土認には腕Aがなく ，杯All[・杯AJV.JIIlAlli・IIIIAIYなど

ホ iU{J~139年度平城宮発御翻世紙要J ci詩文研
年報l田5p.38) 

判 il日イ和4111:"皮平城宮発制調世概冊J (奈文研
年報l田7p.42) 

肺移 「飛鳥E語源宮跡の発銅J(奈文日ドド報1974)

帥帥「飛同藤原宮跡町発掘調査J (奈文研年報19
73 p.40) 

判帥車問中原 「土器はどれだけとわれるかJ(考-~i

学研究館12巻 4号1同6.p.16)
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の小型品が多く杯AIが少いなど，後のような規佑化がi並行していない。そうしたととから，

111純に写経所と比較するととはできない。山土泣からすれば杯AI・軒、AU・郎Alll，lffiA I • 

杯AU・fl、]1[， 杯BI・朝、E・杯]ff・杯Wの組合せが成立するが， 乙れをもってただちに 'j~'rl.'i

のl腿分IC恕定することはひかえるべきであろう。 m1!:土認は供膳形態の杯 ・品ICUlrl'してい

る。 ~Ji XL(掠の杯 IC行凶物( 4 )，口亙(6)，ノ1<(9)，相(2のがあり ，用途のー紛をうかがうととが

できる。 人名や記号(24-58)を記するものには同ーのものが比較的多 く，使用者や用途IC応じ

て土器が分知管理されていた状況をうかがう ιとができる。

平総宮土器 平城宮跡では， 供膳}t'!.阜の土 2:; 1C比して小型の ~l' l:占形態の土:lliが少い傾向にある。 S0485土
と 50485
土器 総では小型貯蔵形態の土器が多く .(，~極も多岐にわたり ， 須広務では ζの時期の須恵総窯で発

凡される?fi起をほぼ鮒えている。 S0485の京協形態の土:1:>1ζは，斐AI・従AU・礎Alll，

提BI・5型BU，誕C，証がある。乙の形態と法量による相溢は，対集民数はもとよ り，飯 ・

1盟など用途を限定した使いかたがなされたものであろ うが，詳細は不明である。また，礎知の一

時lζ炊飯する容i立に閲する検討はまだおζなっていない。 S0485の煮沸形態土誌が全tJ.l土aの

33.19oを占めるという現匁は，SK820， SIく219土器の場合lζくらべておよそ 2倍の出土比率を

示す ζ とになる。乙のS0485の 1t\土比部が船橋逃跡の JJ;~合と大差ないことからすれば ， ;Q訓;形

態土2~が比較的多い状況が一般的な現役とみてよいであろう。平城宮でとくに少ないのは ， さ

きの 「平城宮報告 Ujでものべたように，煮沸を必要としないものを供したか.JtU王寺:写経i9r

の例のような鉄釜を併j日したからであろう。また，SD485では他追跡からしばしば発見される

禍，甑，釜が出土していない。阪については，肢の'1'心に円孔をあけた木製円板が同時にJl¥土

しており，それがき盟と紐をなして甑IC利用した可能性がλ;きい。従来発見されている瑠や釜の

例からすれば，篭の内径は21cm以上あり，礎Al旺， 鑓BJI[， ~Cはm ，ζのらない ζ とになる。

その際，築寵や土製支脚，五徳などの使用が巧l置されるが，確証がない。

S0485土器を主として平城宮の土保と比較し，かなり相i畠する部分が存在するととをしった。

それを一口1<:いえば，平城宮の土:r，が多人数の給食を前提とする集団IC供するものである ζ と

に対し， S0485土得には弘的な厨房の性格がつょいととによるのであろう。 ζのよ うな傾向

は，近年比較的調査が進行 している平城京の駒内遺跡と多くの点で共通する と乙ろである。し

かし 2 片とはいえ三彩陶~片があり ， 常時 IC多誌の土加を用意する状況がうかがわれる と と

などから， ~1.なる一般の妨内居住者ではなく ， 相当町伎の人i主が残したlIjJ)i関係の迫物とみる。

土師(，~ ， 須恵:lli lCみられる 2 群 ， 4P.¥¥の存在は，土?:-i生産をおとなった場所の異同として問

解している。ζのll'f別はさきにお乙なったSK820土日2の盤理過程で検出したものであり ，理化

学的な分析もお乙なった。 しかしながら，現段階において特定の産地を指定するととはきわめ

産地 て困難である。須恵:I!lI'U群土r.iiは陶包古窯の製品IC矧似する ζ とが指摘されているJ し

かし，陶邑古11mで用いる大阪府P.¥¥の粘土肥は和泉，河内，大和の広範囲IC広がっているため，

Eの地域内で共通する製作技法で須X¥，:r，をつくるならば，産地の識別はきわめて困難なものと

なる。 たとえば，北1&古:百は大和の生駒i1Hl!館IC位置する奈良時代の須忠器窯であるが，その

製品は外見上向巴古窯の製品ときわめて矧似している。帥

土防総では 2R平が抽出された。判別できたものでは IIJl1\土認が供給形態の各然有!ともに i7i:(t~

ホ 沢l日正附 「遺跡 ・ 遺物の保存科マイ2)j(.Jg-~i" j!:

研究館19巻立13日 1973 p.92) 

146 

帥 「生駒di須恵器黒山」ーの上器J (奈文時f{j::側

1973 p.51) 



W 考怒

lζまさっている。土師23はm心穏ほどに粘土を選択しないという。その虫1f'1跡が先見されてい

ないとともあり，製作品J所を限定するととは困難である。 I群，IIl:r土illiは色調，胎土の差異

IC加えて製作技法もとれに呼応している。つまり，乙の差異は製作地の相巡によるものとかん

がえられ，少なくともSD4851ζ近来された土師器の大部分が 2個以上の所生産地から供給され

たものとする見方が成立するであろう。 とくにnn，土掠は， 胎土， 色調， 製作技拡ーなどの諸

点において船橋遺跡の土器IC共通する点が注目される。このととから，なお検討の必要がある

が，ζ 乙ではE群土器を大阪府の河内地方でつくられたものとして提唱したい。

いずれにせよ，日常雑恕に類するSD485の土加が観数の生産地から供給されたζとだけは確

かなとと ろである。その場合，東市 ・西市などから購入した可能性をまったくすべて消去する

わけにはいかない。しかし，一方には右兵の盛舎や箆l!iき土:r.CI3. 119)が存在しており，官司

を媒介にする供給が当然かんがえられよう。

E SD650出土の土探

さき IC平安時代初期の土~として ， かつて平城宮の平城 l二~時代の遺構にともなう SE311B ，

SE272 B， SK234土器の報告をおζなったf 今回報告するSD650A，SD650B土器は時期的

ICそれらに後続するものである。

SE311 Bからは土師2ij.，須恵探，銀色土tr.'i.t および少量の灰栴h陶&i，緑利l陶器が出土してい so650A土
器とSE311

る。 SD650Aからはそれらの土部品や陶探のほかに， 中国製磁器と桜型土:r~なども発見した。 B土器

SE311 B IC比して出土位が圧倒的に多いことから，土:ili・陶需の量的な桃成や.<.li種のあり方

についても両者の問で微妙IC変化昔るととろがある。また，土日院や陶加にみられる形態，手法，

法誌についてはも差異を識別するととができる。

l 土師探 .afi極の構成ではSD650A土器の方が変化Kとむが，基本的ICはSE311B土器と変

わる とζ ろがない。調整手法では，杯B・議にみられる箆l岩き手法が消滅あるいは衰退する。

SE311B土慌の段階で ， すでに粗維になった 6fi~ ト而の箆踏き手法は ， SD650A土器では高杯や

郊の一部に施されるにすぎず，杯BICはまったくない。杯A，1皿Aの調整手法としての C手法

とe手法との比率は，SE311 B土Pr;iの場合では83: 13と圧倒的に c手法が多い。乙れに対して

SD650A土器では77: 23とe手法が増加する傾向にある。杯皿類の法誌における杯Aの窃合は，

SE311 B土器が口径19.4-12.3cm， 高さ4.3-3.lcmであったのに対し，SD650A土器では口

径17.8-12.4cm，高さ3.9-2.4cmとな り，小型化する傾向にある。血AではSE311B土器の口

径が20.9.........12.0cm，r克さ3.0-2.0cmであるのに対し，SD650A土器では口径 20.4-12.4cm，

ï8îさ 2.7- 1. 3cm となり ~{高が低くなっ ている。粁、JIIl以外の ~~極に対する法訟の比較はできな

いが，杯出類についていえば，SE311 B土器にあらわれる製品の経小化と規路性の鹿失という

傾向が，SD650A土器においてさらに促進されている。

2 須XL¥2'J SE311 B ・SE272B土器では須JJ1:~が少なし厳密な比較をなしえないが， 器}~ . 

手法ともに共通する要紫が多い。「美波J刻印有:lX!.¥総や盗Kの例から，級外の製品を混えてい

るとおもわれるが，じゅうぶんな徽別はなしえなかった。

事 「平城宮報告lVJ p.51 
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3 黒色土探 SE311B土器と基本的に変らない。ただ，杯類の外函調整IC箆削りを用いずに

未調整のまま放註するものは.SE311 B • SE272 B土器にない。

4 施紬陶器 SE311 B土器では ， 施利i陶 (，~が少なく比較は困難である。緑利l陶器の杯では両

者の閥!と顕著な差異を見出すζ とはできない。ただ，瓶Cは.SD650A土器の段階で出現する

のであろう。さらに，須恵i躍の技法から脱皮した灰布hの精製品が大幅に進出するのはSD650A

土器の段階である。

以上のよう IC.SD650A土器とSE311B土君主との比較には不備の点が多い。 しかし大雑把に

いえば，SD650A土器は主主本的には SE311B土法に共通する要紫を保持しながら他方では SE

311B 土 .(，~ ，C ない新しい要来を加味しているといえよう。

つぎに下胞に位21する古いタイプのSD650A土誌と上回IC位註する新しいタイプのSD650B

土器との比較をおこなってみよう。

I 土師器 総額椛成では大きく変化し

fJ.い。 しかし.SD650B土掠では杯Bの

大型品や高杯Aaが消滅している。 き睦類

の外商の調整手法では刷毛目を施さない

ものが出現し，増加する。杯A・nllAで

は.C手法と e手法の比が.SD650Aでは

77 : 23であったのに対し.SD650Bでは

55: 45と e手法が'I'iしく増大している。

SD650Bでは従来 C手法でのみ調整した

杯Bに，e手法で調整するものがあらわ

れる。高杯では b2手法のものがSD650B

で一般化する。法位では柄、A・皿Aの場

合，多少の差はあるが基木的に変化して

し、なし、。 しかし.SD650Aに内在する規

~・r5回目-8
ば 3~ 止師器 ・ 郎 ・ 皿
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市
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格性のill!失という傾向は一段と促進され.SD650Bでは杯と皿の聞に明瞭な区別をなしえない。

とはいえSD650Aの杯Aでは， 口径15cm(5寸).高さ 1.5cm (0.5寸)を中心に乙れより大き

いもとの小さいものとにわかれる傾向はある。

2 須lle器 SD650Bにおいて杯.1m類が減少化傾向にある。とくにmlAは，すでにSD650A

土器で減少化傾向を示しているが， SD650Bではほとんど消滅する状況である。 SD650Bで

は，査 Eの休部が縦長ICなり口縁端部が上方IC突出する。鉢Dの高台を付すものが消滅する。

ζのように須恵器の器極は少なくな り，形態も単純化の一途をたどる。

3 黒色土器 SD650A土{lliのなかで多数を占めた杯Aが.SD650B土探では減少し，相対的

IC杯Bが増加する。調整手法では，外国を調粧 しない手法が増加する。SD650A土誌に存在し

た鉢Aが.SD650B土:mではなくなる。

4 灰糊陶:r" 量的に多い椀 ・ 皿l類では ， 断面三jfl !~の荷台がSD650B土器で増大する。 施利!

法では刷毛塗りが減少し，前h薬のなかに直接器休を浸す方法が一般化する。 それと同時に，三

叉 トチンを用いて焼くものが少なくなり，器と穏とを直接重ねて焼く方法のものが多くなる。
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.:r~極としてはSD650B土:r.i IC 皿 E. 瓶 C . 版 B が加わる。 乙のような傾向は，灰紬陶器の量産

化が一段と巡行 した状況を示すものとして理解できょう。

5 緑勅陶:1:'1 SD650B土認では，新lζ杯 F.JIllE.盤. '!Ii査が加わり ，平瓶，鉢 F.壷A.

瓶Cがなくなる。 しかし，製作技法の而では，両者の悶IC差異を見出すζ とが困難である。

以上のような. SD650A. B土器の相巡は. SE311 B土穏とSD650A土器との差異よりも格

段に大きく ，時代様式の変巡を端的に理解する乙とができる。

50650土器・陶器の構成 奈良時代IC比して多様化する土器，陶2iiが，実際lζ使用する場合，

どのような用いられ方を しているかについては ， 興味のあ る ところである。しかし ， 道路の~IIJ

泌という逃榔の性格上その彼原はかならずしも容易でない。 ζ 乙では，量的な面から一応の推

測を試みてみることにする。

1 SD650A土器 ・陶総の場合 SD650Aでは土師探58.5%・須恵器24.8%・銀色土器12.7%'

緑制陶掠2. 0% ・ 灰唱h向日~ l.796の比率で出土した。緑荊h陶:mと灰覇h陶器の占める割合はきわめ

て小さし 土r:市器 .>Jj息苦言が食部の主疏を占めている。土師器の増加，須恵器の減少という傾

向は 8世紀後半から存続し，それが一段と顕著な現象としてあらわれている。黒色土器は，土須恵器の温
潮

師泌の系譜をひくとはいえ，形態もあき らかに施車h陶器を指向するものがみとめられる。その

ためか，日常生活11:使用されているとはいえ土附器ほどの普遍性をもっていない。同様に，線

南h陶6;i.，灰肩h陶官官の使用はきわめて特殊であり，漆aiや中国製磁器11:おいてはなおさらであ

る。ただ，注目すべき ζ とは， 灰利!陶6.11-C比して緑布h陶器が多Jil:であるという乙とで，これが

後のSD650Bでは逆転する。

供腿形態では ， 土問 日5 ・ JM色土器 ・ 須恵%{ ・ 緑唱h陶(，~ ・ 灰有I1問器が， それぞれ81箔.9.1% 

4.6%. 3.8%. 1.5%を占める。供膳形態では土師:lliが圧倒的多数を占め，~UJ.\器は一段と限

少する。貯蔵形態では須恵%1，土師器，黒色土器，灰制陶器;が，それぞれ49.4%.36%. 1 3~百

1.7%を占め，須恵器の占める割合は依然として訂い。灰南h陶器はいずれも供膳形態11:準 じる

小型貯蔵形態であり ，食事の場lζあらわれない大型附臓形態は灰南h陶器 ・級車h陶器の分担する

とζ ろではない。また乙とでは，貯蔵形態Kふくめた土師穏 ・黒色土探のき電が煮沸形態に属す

るζ とからすれば，大型財政形態の主役は依然として須也、棋の分也する とζ ろであった。

2 SD650B土Mii・陶:6;iの場合 SD650Bでは土mli?ii.須恵2ii，I品色土お，灰車11陶器，緑事h陶

器が，それぞれ46.8%.27.2%. 18.2%. 5.3%. 2.2%の比率で出土した。と乙では土師採が

大幅に後退し，黒色土保と灰車h陶碍が進出している。 ζ の関係、は形態の上でも顕著にあらわれ，

供膳形態では土師器，銀色土ir.1，灰利i向ir.{，緑荊h陶?r.{，~Ji恵器が ， それぞれ60.7% . 25.6必，

5.8%. 4.1%. 3.7%となり ，土師誌と以色土器が供膳形態の益本になっている。貯蔵形態では

;Ji窓辺の占める割合は依然として高く 全体の51.2%を占めている。このように.SD650Bでは

土師器と須恵器の形態分化が一段と促進される反面，土師器11:i周落のき ざしがあらわれ，黒色

土日3の占める比重が大きく なる点が注目される。また灰晴h陶掠と緑制陶器との逆転は，上述の 灰軸陶の増

灰前h陶2需品産化11:対応するものとして迎解するととができょう。

以上のように ， 灰制陶~の生産面に改良がみられる程度で ， その他の製作技法の国ではきわ

めて変化の乏しい土6.1.陶器類ではあるが，その使用の側面1からすれば著しい変化を認めねば

ならない。すなわち .SD650B段階における土師泌総布h陶誌の後返，銀色土総，灰紬陶器の進
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山は，つぎにくる瓦器と灰前h陶誌の増大という時WJを直前にひかえた過渡期的な様相ともいえ

よう。いずれにせよ土 (，~ ， 陶{，~類が多様化する SD650 A . Bの時期においては，それらを使用

する社会的階層によって，種類の選別がなされたとみるべきであろう。すなわち，それらのう

著修製品 ちもっとも若修的なものは， 磁器， 漆6R. ， 緑布|品\~Ð:m ， 灰和l陶器である。それらを合計しても全体

の1O~百を越えるか越えないかの盃にすぎないのであるが， それぞれで供膳形態や小型貯蔵形態

をそろえる ζ とは可能である。とはいえ，灰荊h陶出以外の陶磁器i立はさらに僅少であり ，使用

者はきわめて限定される。陶2>類における高級品の存在に比 して， 食器にともなう折敷，盆な

どの木製1+2>1ζは賀来である。つまり ，木製品はいずれも白木づくりのものであり，漆塗の什

器などは発見していないのである。 乙のような点からすれば，そうした高級陶器はお人の食犯

とするよりも，仏式や有11事などに用いる祭胞の儀器であった可能性のほうが強いといえよう。

緑前11陶器と灰車h陶 (，~とは ， 23種 ・ 形態の面で共通する部分が多い。 たとえば， 杯知では緑車11

陶器が口径18.0-9.6cm.高さ5.8-2.4cmであるのに対して，灰唱h陶器においては口径19.8-

1l.1cm， iQjさ6.3-3.0cmというように法益の面でも類似している。血111:おいても同じである。

ζ の状況と灰利l陶imが緑布h陶器を次第に凌鰐するという傾向は期をーにするものであり ，実用

11:際しては一段と優れる灰唱h陶誌が量産化を確立する段階になると緑前h陶揺はその位置を灰品h

陶2> 1ζ譲ることになるのであろう。と のような日本産の陶器の指向するとこ ろが中国産の依~

類にあったことは，少量ではあるが同時に発見した磁器類lζ対比すれば一目瞭然である。現在

までの平城宮跡の発偲を通じて， 中国産の陶磁器の発見はほとんど皆無に近しU それに対し

て，今回の中国産磁器の発見は破片とはいえ，決して少なくない。それらの磁器が越州議など

の華南地方の製品であることを考慮するならば，近j苫伎のような政治的な交流によってもたら

されたものではなく 9世紀初頭から活液化する民間貿易を目的とするj苫船の来航によってもた

らされたのであろう。

SD650出土土怒類は 9世紀の所産であり .A. B 様式の区分は 9 世紀の前期と後J~Jになる。

灰布h陶器と縁取h陶器の産地については，かつて高島忠平が報告した乙とがあり ，基本的lζは彼

の報告と大き く変るところはないJ ただ， 整理期間の関係で各地の古窯で出土した陶 (，~類と

の比較ができなかったため，あえてふれないことにした。

F 木製品

SD485からは 8世紀前半.SD650からは 9世紀前半の木製品が出土した。乙の時期と性格を

ζ とにする 2本のI砕からは，ともに祭杷具や食』器具が多 く発見され，そのほかSD650の下駄の

ごときも注目すべき造物であった。木製品全体にわたる考察をと ζ でな しえないが整理の過程

で判明したこ三のIji柄についてふれる こと にする。

祭杷具の形態 祭杷只として概倍したものには形状および使途の不明なものが多いが，大縦犯

にいえば，削掛け，人形，形代なと・が主要な造物となる。ここでは，比較的まとまりのある削

掛けと人形についての変迩をみる乙とにし ょう。

* 向島忠平前掲論文p.79，とこで，SD650出土
土器と共通り形態をと る1主役窯の灰鞠h陶tr.iと緑

150 

制陶J器との/ujにおよそ100年の落差が生じるこ
とを指摘した.



l 削掛け 削掛けは近年各地で発見されており ，井

戸，械などから出土する場合が多い。しかしながらそ

の窓味，使用法などについて，どく 一部の例を除いて

いま切らかにする ζ とはできない。 しかし，S0485と

S0650との聞に存在する約 100年間の時間差が， その

形態にどのよう な変化をおよぼしたかとい う形式編年

については，類推する ζ とが可能である。

すでにのべたように，削儲けは頭部付近の両DI'1辺に

おζなう切込みによって，A-Eの5租l矧lζ分指1でき

る。削儲けAはEwiの両側に切込みをいれないもので，

" 

刊 考察

fig.31 削It!け型式分類図

，/ 削掛l:tの分
類

6AFB区からは出土していない。しかし，平城'i.2;6AAI区(C存在する。 S0485・SE495からは円1)

掛け B・Cが出土 し，他の紐類を合んでいない。 ただ，削掛け Cは平城宮の同時期退拙から検

出されていないので，S0485の例はその古い~Jlc0lする乙とになる。 S0650からは ， 削掛けB ・

D・Eが出土している。

藤原宮および，平城京の担'JJT1遺構からは削111けB'Cが山土し，この形態が 7jjt紀後半にまで

遡るとと ICなる。削掛け B・CがD・Eへと変化するのであるが， S0485の削掛け B1では両側

に各 1回の切込みをいれるにすぎないが， S0650の削掛け B2では同 1個所1C4-5固と切込

みの数をl白加する。それがさらに正反逆(C2副総返したものが削掛け Dとなるのであろう。そ

の変化は切込みの単純なものから，繁利なものへの変化であり ，さらに允i圭したものが民俗例

にみられる「削り花」などへ移行するのであるう。削mけEは両側の切込みの数からすれば，

削mけDと関係するかもしれないが，形態からすれば全く 5JI1系統lζかんがえるべきであろう。

しかし，いまのところ，その原形らしきものを摘出することはできなb、。平城宮の出土例から

すれば，削掛けEは奈良時代後半に出現し，削掛けDは奈良時代末から平安時代初耳目(Cおく乙

とができょう。ただ，新形式の出現ICよって，目1)掛け Bのよう な単純なJt'が消滅するという状

況はみられず，新旧 2形式は依然として平行して存在するのである。

2 人 形現在，奈良時代から平安時代ICか

けての人形の形態的な変化を適確に明示する E

とはできないが，大雑把な変遷を」止通す乙とは

可能である。

S0485における人形lζは2形態ある。人Jt'A

は短fIIlJ~の板を加工して人の正lúiの全身像をあ

らわす。首部は両側辺から三FJJ巴の切欠きをい

れてあらわし，頭部を三I'JJtiにするもののほ

か，P:J iiJiにするものがある。顔の表現は個体に

よってことなるが，回・!t"J.・口 ・Ji:iを怨で怖 く。

首と足の表現を主とし，手は前自1'1辺からの切込

みによって表現し，なかにはとの下を両端から

ロ¥t:;:)A・

-
4
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1
'
 

ー

fig.32 人形型式分知図

.. 

人形の分類
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人形の大型
化

平減百発価調査報告1'1

切落して胴部を誇張するものがある。足の表現によって人形A，. A21ζ区別できる。 人形Aパま

板の下町討の 2個所から切込みをいれ，中央部分を折り取って両脚をつくるもので，股は逆U字

形を呈する。長古19cm内外の大型のものである。 人形A2は下端の 2個所から内側に向う斜め

の切込みをいれ.J豆V字)f>の股につくる。乙の拐合，腿部や腔部を区別するものもあるが，足

は細い三角形を呈する。長さ lOcm内外の小型である。 人形Bは組合せ人形と称したもので，人

の側面形を表現する。頭町lから胴問1にかけての郎分，手部，胸部の 3部分からなるが.SD485 

から脚部が発見されている ζとから，その存在をしる。平城宮 6AAI区の例lζよれば，その表

現は人形Aに比して写実的で ， とくに llJi郎側而J~は入念IctlJしている。 SD650には人形Aと人

形Bとがある。人形AとしてはA，がなく A2・A.lがあるが，多くはSD4851ζ存在しない人

形A3 である。 人J~ A3 は胸部の加工では人 If>A2 と変らないが， 首の切込みの上方が大き し

倒卵形の顔磁を呈する。頭取は三1'11巨を呈するもののほかに，平mをなすものがある。また，

手をつくらずに胴を誇服したものがある。長さ 17cm内外の小型のものから33cm以上の大型品

まであるが，っくり方は基本的に変らない。また，腹部lζ 「人」字を昌弘主し，人形である こと

を強調するものがある。選悩きによる畠iI(日の表現には.flli ljlなものと，口髭や;;fi髭を描く写実

的なものがある。人形Cは大型の仮IC人iliiを怖くものでSD650から出土した。破片のため全)f>

をうかがえないが顔而の表町iは泣かである。奈良時代における同じ形態のものはしられない。

しかし小型であるが.iiJiililの輪郭を制l子をふくめて写実的に切りぬき.JE.面j巴や側面j巴の人形

があり .SD650の祖)f>IC相当するのであろ う。

平主主宮の人If>をふくめて一般的にいえば.11年即jがドるにしたがって大型化し.Mの表現がむ

~的にな る。 人形 Aは単体で存在するのではなく ， 数枚あるいは十数枚を単位にして用いた以

合が多いようである。ま た， 多くの場合l主性別が判然としないが， 髭や妥)~によって性]JIJがわ

かる場合はすべて男性であるととが注目されよう。他方，首部の表現に対して身部の表現が粗

雑なととから，使HIIC際しては紙や布の衣を被せた可能性がある。 人Jf>B ・Cは個々の形態差

が，三きい ζ とから，単体でj円いた可能性がつよい。そのf1J合，土問とか)J子，王手などの形代首i

と組合せて用いるのであろう。

幽物容器 SD485から32点. SD650から 206}.~の山物谷加が山土した。それらの大半は政出し

ており ，全)f>をうかがえるものはきわめて少ない。そうした己とから，とこでは岡泌の曲物谷

訟を-tliして扱い，それぞれの特色についてふれる ことにする。

SD485の曲物容認は ， 直径で 3cm の間隔をおいて I~Vの 5 座制にわかれ . SD650の山物

谷 (，'Jは ， 直径で 2cmの間隔をおいて I~咽の 8 1'1]傾 iζ分踏i した。両者を通じて直径13 .5~16. 5

cm 1IIl後の曲物容認がluも多く ，全体の70形に近い。Li.の出土例は少なく ，身の159o程度であ

る。 おそらく山物容おの大多数がぷを被せずに日]し、たととによるのであろう。己の状記は平

城宮SK820の場合でもみとめられた。 ili'l紋の多くは遊離して舷倒しており ，直径と高さとの関

係について分矧することはできなかった。つぎIC.製作技法についてふれよ う。側板は主とし

てヒ ノキの法仮でつくる。木取りはtJE目と板目とが相半ばしている。側板の表裂の削りは入念

で，主1I板を飽などで削ったものであろうが，その刃艇をほとんどとどめていなし」その厚さが

均一である 己ともいうまでもない。小型の側仮や長の側阪には施していないものがあるが，中

型以上ではその内面lζ刻み目(けびき〉をいれる。 これは「曲物JIζ曲げるためであり ，垂直プJ
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向ないしは斜め方向の刻み目を，厚さの約)1程の深さに

まで切込む。側板を縫合する様皮ぬいには，桜皮を用い，

種々の方法がみられるが，現状では明碓に分類できない。

底肢は主としてヒノキである。板目のものと柾自のもの

とがある。 SD485の底板では. 1 -JIUC属する直径18.5

cm以上の大型の場合はすべて板目取りであり JVIζ属

する直径 15.0-17.5cmのものはすべてftE目取りという

区別がある。 VIC属する小型底板では仮目 ・椛目が共IC

存在する。 SD650の底板でもI-IVに分類した 19cm以

上の大型底肢は仮日取りが圧倒的に多く .V-VIIの底板

では紅目木取りが多い。 咽の小型底仮では板目 ・柾目木

取りが相半ばする。 このようなととから，大型品では板

目，中型品では柾目，小型品では板目と航自の混用とい

う原則をしる。 jま阪の円周をきめる方法は，民俗例によ

ると 2つの方法がある。その 1は，型板をあて，外周に

添って刻線をつける。 2はIluげおわった側板を庇岐にあ

て， 1勾径IC添って刻線をいれる。SD650の底板にとどめる

円形の刻線がそのいずれに属するかあきらかでない。 し

かし 1例ではあるが，側板の重なる部分とおもわれる

刻線の段をとどめるものがあり，後者の手法で円周を決

めた可能性がつよい。底板と ~I'J仮との同定は木釘でお ζ

なう。木釘の数は 4- 6本の例が多く .4本程度が一般

的である。木釘を打つ際，一層強聞にするため，一条の

制板を側板の基部ICめぐ らして同定するものがある。 li

板も主としてヒノキでつく る。 SD485では.I IC属する

大型.1..;板IC板目を用い.JV ICは板目 ・布l白木取りが混在

し Vでは柾目木取りであった。 SD650でもほぼ同じ

傾向を示す。他方，平城宮SK820では夜板のすべてIC板

臼板を用い，底仮ICはすべて紅白板を用いる現象がある

が，それは内装IC供するためにとくに精製品を選んだた

めであり .SD485・SD650の場合が一般的であろう。み

板は A・Bの 2種類IC分類した。 SD4851Cは 2純を混

在するが.SD650では益板 8 1ζ限る。~板Aはその周縁

IC側板をたてる凹線を刻み ， 持皮と木~J で側板を悶定す

る。との技法は際原宮や平城宮の 7世紀末から 8世紀前

半のかけての造物にある。長板Bは問線を主IJまず直接側

』置を搾皮でとじるものであり 8世紀後半から 9W:紀の

例はほとんどζれに属する。

VI 考 君主

1 SD485itl土山物
曲物の分類

底 板 (il白径〉

す 法 数 (街)板目〈ゐ〉

I 25cm 前後以，. 3 (1I) 30口0)

][ 22Cffi¥Fii量 3 (1) 3(00) 

111 19cm 11 3 (1I) 3(100) 

IV 16cm 11 14 (52) O( 0) 

V 14cm前後以下 4 (15) 2( 50) 

蓋板 〈内径)

I 25.5cm以上 2 (40) 2(100) 

E 22.5cm前挫 o ( 0) 

UI 19.5cm 1/ o ( 0) 

IV 16.5cm 庁 2 (40) 1( 50) 

V 14.5CI11，背後以 F 1 (20) O( 0) 

2 SD650出土1111物

底 板 (il白径〉

I 26cm1lif値以上 9く5) 9(100) 

J[ 24cmOiilを 5 ( 3) (不4明〈11}00〉

111 22cm 11 4 (2) 3( 75) 

IV 20cm 11 10 (6) 9( 90) 

V 18c m 11 13 (7) 4( 3lJ 

\~ 16cm 11 刊 〈41〉〈fFM〉

W 14cm 11 48 (27) (不15可〈!6〉36〉

1唖 12cm前民以下 16 ( 9) (マl九7)

|不明l 4 

蓋板 (内径)

I 26cmlfol1:長以上 3 (13) 3(100) 

][ 24.SCffijj;j後 o ( 0) 

111 22.5cm 11 o ( 0) 

lV 20.5cm 11 3 (13) O( 0) 

V 18.5cm 11 1 (4) 1(100) 

VI 16.Scm 11 2 (9) 2(100) 

\~ 14.5cm 11 11 (48) 5( 45) 

不IYI12.5cm前後以下 3 (3) O( 0) 

3 SK820出土Ilu物

曲物底板 曲物蓋仮

数(酎板円市〉 数(問 販円(免

O( 0) 2(29) 2(100) 

]1 O( 0) 。(0) 

111 4(2lJ 0 (0) 4(57) 4(100) 

11' 11(58) 0 (0) 1(4) 1(100) 

V 4(2lJ 0 (0) O( 0) 

Tab.14 曲物容日存分知表
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50650の下駄 鼻緒孔のうち前盗の位白によって，下駄 Aと

下駄Bにわかっ乙とができる。下駄AはiiiJ辺を左;(jのいずれか

に偏して穿ち，左履き右履きを区別して製作したものである。

下駄BはiIi!奇を台の中心IC穿ち，履き;}jの友;(iを区日IJしないも

のである。下駄Aは古墳時代以米の '~li阜であるが ， S0650での

iU上例は少なく 鼻緒孔位前のわかるもの30fi'Jのうち 5例ICすぎ

ない。 F駄Bは8世紀にあ らわれはじめる新しい形態であり ，

S0650では III土例が多く下駄Aを凌却する傾川にある。平 IfÎiJ~

は酔1 々によってかなりことなるが ，全体lζ細長い手IlliJ~を皐し ，

四回;をまるく洛し，而ilJt付近を広<，後部をJkくつくる。iHは

多くの場合隠滅しているが，残存するものではおく ，ート端郊で

左:{ilCiUり111している。このような状況は1iい時代のト駄にみ

られない新しい傾向といえよう。下駄の河さが高いとはいえ，

L、ずれも辿的下駄であり ，台とIおを別にする差的の下駄はない。

さきIC全長によって I-Vの5段階l己分野Iした。 ζの分類に

したがって亦紡孔から鼻桁の長さをみると，いうまでもなく太

(分揖) (番号) (全長)(，量孔幅)(副壷-(孔白星}

B 1 619 24.3 6.2 10.2 
A 11 616 23.4 5.5 12.6 

' 618 23.0 6.1 12.2 
B n 600 21.0 5.4 11.1 
， 601 22.2 4.0 8.6 
， 602 21.2 6.4 10.8 
， 603 21.8 5.8 9.8 

604 22.0 6.3 9.9 
， 605 22.1 6.1 11.1 
， 606 22.6 5.9 11.1 

601 22.0 1.2 11.8 
， 608 22.1 5.5 10.5 
， 609 22.1 6.5 10.5 
， 610 22.8 5.8 11.3 
， 611 22.8 1.2 9.9 
， 612 21.8 5.5 9.0 
， 613 22.5 6.2 10.0 

" 614 22.0 5.6 10.5 
615 22.0 6.4 10.4 

， 611 23.1 5.6 11.4 
629 22.5 6.1 12.3 

AIll 591 19.5 5.3 8.1 
， 599 19.8 5.6 10.8 

BIll 596 18.1 6.3 8.1 
， 598 19.8 4.3 10.9 

AW 594 16.9 5.0 1.6 
BN  595 11.5 4.2 8.3 
B V 591 12.0 3.0 5.2 
， 592 13.0 4.1 6.1 

" 622 13.5 4.5 6.0 
単 位閣

型でJミく小型でJil;、。 6W:~の川lJ;i 、与下肘iUmから 1 1.\上した例 Tab.15 下駄り分矧と亦紺孔

ではlii!、出と後孔との長さが後孔の幅とほぼ等しかった。 S0650の例では後孔の幅が前占と後孔

との長さのおよそれに石さまり ，!At絡が長くなっている。 ιのよ うな傾向は 8世紀の平城富山

土の，m例にもみられると乙ろである (Tab.15)。

F 金属器

S0650;U土の金属犯は多く ない。それらはいずれもl彊品であり，銅f辛・砥石などを('1'Jljして

いる ことから，鋳造や鍛冶をお ζなった工mの;u物である I百能性がつよい。 そのような廃品の

なかで，比較的まとま りのあるのが川金具であ り，同時に出土した石狩をもふくめて，鈴，:g;IC

J)(Jする右下の検討を試みてみる Eとにする。

帯金具 奈良時代の官人が用いた腰fliの制度をまずみてみよう。 r衣服令」によれば，腰:i?は

金銀袋とr.~iru主主とにわかれ，前者は文官五位以上，武官の術門1干と佐，兵衛1'fが締める。後者
件。《刊ζ し ゅ

腰帯の術lは文官六位以下，武官の尉 ・志，兵衛，主帥が締めるという。また無位宮人はね油腰 fl?であ

った。 2邸の腰併はいずれも金属裂の$ftを.V!:':，tにとりつけたいわゆる鈴，ii?であり Y 問者は鈴

lこ金銀を鍍金し， 後者は鈴ICM~漆を塗ったものとされている。己のよ うな鈎，Uの開始について

は. r扶祭略J己j 康二8 4 年 (707) の~IC i天下始用.!Vi，:;r-Jとあるのが初見である。大室令では
8・J.1:1;')剥U

「紡得J， すなわち組組の何;であったが， 乙のときに服:\~jを唐風に改めて鮫と車?を装"j'する，y;

'iiJをI%mしたのであろう。その後，官人のEZJi?は-flして鈴f13であ ったが，延!筒15年 (7出) Iζ 

• r衣服令」ではつぎのように規定する.(91服
王・親王 金銀装股tl;，J占匡一位-li.{.立ー金
銀法腰~;} . U~臣六位~おJ(立-!.:、J剖i腰 1 1?， 神f府干f ・
1'， ・ 兵衛'!'f一企銀装腰41L 附主、兵í~i -:巨帥
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VI 考察

なって変化を生じる。『日本後紀」延l首15年12月条， および弘仁 I年 (810)9月条ICは Cの

聞の経科がのべられているJ それによると，延暦15年ICは銅鈴を廃して石鈴にかえるが，大

同2年(807)になって再び銅鈴にもどし，弘仁 1年にまた石鈎〈雑石腰帯)IC変更する。乙の流動

的な改院の理由としては，平城上皇の復古政策のー環として大同 2年の変更があり，それが嵯

峨天皇によってまた旧IC復したとみるのが至当であろう。ともかく ，制度上では延暦15年から

弘仁 1年の悶lζ銅跨から石鈴lζ変化したのである。ただ「日本紀略」延股4年 (795)の「聴参

議以上着白玉初」や r日本後紀j延暦18!fo(799)の「勅J Jftm~g 者先聡三位以上若用， 自今

以後五位得同著」などの記事からすれば，延暦以前から高官:n放の悶では，玉や!jt!uで飾る腰

拡が流布していた可能性がある。延暦年間における玉石棺への変更は，そうした一般の流行を

追認するととにあったとみられる。

さて，今回発見した銅Mには金銀の鍍金をほどこしたものはなく ，漆』史をとどめるものが存

在するから 6 位以下の官人が用いた C~ ijllJl~ ~i~ の跨とみてよ b、。ぬ袖腰fi?の伝世品は正倉院に 烏油腰帯

ある。また，各地の古根なと・から-{ii分の鈴鮫が発見されており，それらによると，絞呉と蛇

足の聞には丸鞘 1.巡方2.丸納 6.巡方 2.:h納 1の順序で鈴を配列する。各鈴ICは鋲足が

あり，同)tjの義金兵を411装で鋲備にする。 1~g: {C用いる跨の大きさは，均-IC揃えている。

鋳の数 ζのように奈良時代の銅鈴拾および平安時代の石鈴ti?の鈴の数は従米から鈴具と舵lι

の問102$年を恕定している。ただ，正倉院銅鈴帯H のうちにも丸納 7.巡方4の11跨の例もあ

り，大阪府 ・逃明寺天満宮戯の銀'li'!鈴fl;は長方形鈴14が備わり，もっとも鈴数が多い。出土品

の場合は絞具，蛇尾およひ'12鈴を持つ完fi;は山口県 ..rJ. h~例*** {C限られる。宮城県 ・狼飛来

古1ft材料では鮫具を合む丸制 7. 巡ブ1] 3 カ$11" :~;'~ に装着されていたかの状況であった。ただし，

との場合lζは蛇尾を欠く ，他の出土例ではさらに不完全であってこれから決定するととはでき

ない。したがって正倉院の銅跨ti?をもとに鍔を通例とする考えIC従いたいが，J;!f制では鍔の形質

絞只 :iL制 過")j 舵!己

AI9 田口
とともに跨の数が官位IC

よっていることが注芯さ

れなければならない。す

なわち. fJ.'H!l J車服志
トー

@コ B 白 白口
ICは「 三品金玉t13鈎十

三 四品金ff?鈴 十 一 五

品金刊sq十六品七品鋭

E 丘診 11 ，11 亡コ !;?鈴九八品九品織石川

鈴八前i外官及庶人銅鉄

fig.33 貯金只型式分類図

ホ 『日本後紀」延暦15年12[j辛酉条 r!I~ r.j;:g: 

以支鋳銭也Jr日本後紀』弘仁 1年9月乙丑条
「又去大同二年八月十九日下弾正台例言，雑石
腰fZ.画飾太刀・等一切紫断者，恒等商品雑
石易得，造売多人，至子著IH.亦復難Itl.銅f守
兵者，臥漆塗成，動易相l高，.今難易各異.価幽
是同，為弊一也. 悉聴ITJ之」

紳疋倉院白銅跨待。うち2mの欽共に「東大寺」
の刻銘がある.舞楽月]の装束だが，烈漆塗りで

fi?鈴七Jといい，位階IC司自

白人のぬ納腰'rtfと同じである.(f.正倉院図録」
釘7輯〉

帥・山口県教背番貝会「見品綜合学術調丘報告』
1田4

材料栗駒町教育華民会「宮城県栗駒町品矢崎古
1ft調査続報J1972. p.5この例では金援金り1証
跡があり，同械の例は三重県鳥羽市荒山n遺跡
からも11I.J:している.
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じて鈴数が13から 7までに亙る。庇制を採用した奈良時代の鈴，JHについて文献で鈴数を規定し

たものはなく ，限られた伝世品や出土品からのみ決定するには難点がある。

垂飾 垂飾について， 銅鍔および石鈴には下方IC長方形の孔がある。すべての跨にはないが1:.

の方孔は本来はJtIi'飾 ・侃飾を垂下するためのものである。伺飾については 「庇也JIP:服志IC，

「ー初職事官三品以上 賜金談刀硝石一品以下則有手巾 ・t1袋 ・何万 ・硝石至容宗時罷何

万硝石而武官五品以上倒帖牒七事 侃刀 ・刀子 ・石契 ・辺、民 ・脇戚 ・壷|筒 ・火石是也」とあり ，

五品以上10，出稼即ち垂飾を侃用するととを記す。乙の他IC，西域胡服図にみると同じ小平併を

跨の下方1<::垂下するともあったJ また正倉院の小合子 ・牙小尺 ・玉 .ii，形 ・刀子などがEの

粘 蝶lζ類するものである。

銅鍔~1 と垂飾との関係についてみると ， 正倉院革併の 4 .:持のうち「束大寺」銘の 1 4佐 1<:: は丸

納 ・巡方のすべてに長方形孔があるが，うち 2鈴では裏金具には長方形孔はなく ，;:i}H:も孔は

ない。他の草fZも同様に装金具に孔のないものがあり，装金具の長方形孔と丞飾とは直接関述

しないlliiがある。i1l土例でも鋲留されたままの表裏金具があるが，長方形孔のないN金具と対

になる場合も多い。山口県 ・見烏の場合，12の鍔のうち哀金具に長方形干しをもつものは丸納 2，

AI 口日
AII Q 口口
A川 Q 山口
A IV 曲 目巳口

、"，:;.r-|

Av @コ |白日
AVI 住コ |白旦口

fig.34 借金HA調11分図 縮尺 I: 2 

本 新菰省ベゼリッ クス壁面白人物像に，方形も
しくは円形町小筒をつけそれに数条の霊飾をつ

けるも白がある。同様。例:'1ノ:k~公主基， 意洞
基，蕗徳太子五などp;:代壁画に主られる.
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巡方2である。宮城県 ・絞飛来古漬では10跨すべてが袈金具1<::長方形孔を欠く 。ιのように銅

鈴帯ではすべての表金具1<::長方形孔があるが，事E金J-.!;Ic長方形孔のないものが多い。おそら く

垂飴iを霊下した場合もすべての跨IL伴うものでなく ，また，型式的なものであったとみられる。

石鍔の場合にはあきらかに ζの長方形孔が省略された例が出現する。後述するように，鋲留め

とする鈎では長方形孔をもたないものが少数ある。宮減県 ・多賀城出土丸納本が乙れであり，

正倉院*11玉41?も長方形孔が省略されたものである。さらに潜り穴で草{liU::綴じつける石鈴では

むしろ長方形孔のない場合が多く ， 次第に省略， 退化していく様子がうかがわれる。

つぎに「衣服令」などでは， 金銀装腰帯?とLS 首h腰fi? とを区別するにとどまり ， そのJ~質や寸

法について記していない。H しかし，造物では大小の迎いが厳然として存在しており，それが

位階などに応じて規格された可能性が強い。

銅銭の分類 6AF日発見の411金只を，t'心にして平城百11:土例をもふくめて， 1(7.有iを構成すると 銅鋳分類

乙ろの絞兵，巡方，丸革fi，蛇足は形状IL応じて以下のように分類する ことができる。

絞只 a C字形の外枠をもち，~正部K制!孔をあけて柏村4 と i/iIJ金をつける。 一般的Kみられるも

ので，SD650( 2)が乙れにあたる。

絞只b 外枠と軸とを一体ILつくるもの。鮫具 a1<::比して古式をとどめる。 SD650(1 )である

が，三笠原 ・日向C追跡からも一例出土している。取材

巡ブJ 況・ ブ'ï!~1L近い横長の巡方である。出土例の多くは とれに属する。SD650(1 2 ， 14， 15-18)。

巡方b 巡方の上辺が狙J~を呈するもので， いわば 1.IiJ~とも称せられるもの。 SD650(13 ・ 15)

がそれであり，平城宮6AAI区でも出土している。しかし，類例は少ない。

巡方 c 長方形を呈する桃長のもの。縦舗の比が 1 2となる。平城宮6AAI区で出土したが，

指1例は少なし、。

丸 制 いずれも楕円形の下辺を匹敵した形状をとる。縦幅の広いものくり と杭腕の広いもの

(c)との別があるようであるが， 巡方のように明瞭な差異を見出すζ とはできない。

蛇尾a 平而形を半楕円形1<::っくり，直線の方を1;U;J1とし弧線の方を先制にする。

蛇尾 c 長方形の先端を弧)~につくる横長のもの。平城宮6AAI区から出土してい る。

つぎに，それぞれの形をとる鈴の組合せの問題がある。巡方にあらわれる形状の差具によっ

て ， つぎのよう な A~ C の 3 組額の銅鈴fli を恕定する乙とができょう 。

銅鈴~tr- A 鮫只 b+巡方a+丸鞠 (a)+住居 a
巡 J] :JL 街

銅鍔{g:s 絞只 b+巡方 b+:h納 付 )+ 蛇足a
軍世 も抗 縦 占抗

銅鈴初C:鮫只 b+巡方 c+丸納 (c)+$t尾 C A-[ 3.9 4.2 111 2.9 4.2 1川 銅鋳帯Aの

3和i恕1の各鍔45は，跨の縦と繊怖によってKlU分できる。 A-][ 3.3 3.7 151 2.5 3.7 1611 6段階

41;闘が 3.9cm以上のものである。
A-llI 2.8 3.2 IGI 2.3 3.2 141 

銅跨mAI 平城包
A-[V 2.3 2.7 191 1.9 2.7 151 

6AAF区からは巡方が出土している。丸鞘の表金具はな A-Y 2.0 2.4 151 1.6 2.6 Q団

いが SD650の裏金具(7)1Lよって存在を恕定する Eとが IA-VI 11.7 2.2 15111.4 2.2 151 

できる。乙れに相当する絞具と蛇足の出土例はまだない。

単位~

Tab.16 巡庁 ・丸納分頬表 ()剛志銅れ

* 干官室博物館『天平地宝J1937 
判 『延部式J内匠策{乙馬脳腰部料として「鈴具
石一願方凶寸」の記載があり，方4寸白メノウ
から数個D鈴をとったことがうかがわれるが，

それ以上むことはわからない.
判*三重県教育委n会「南勢パイ パス埋蔵文化財

制1'E報~~;'J 1973 p.60 
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銅鈴;:I}AlI {1}阪が3.3cm以上のもの。 SD650においては巡方 (2)のみが出土しているが，

平城宮6AAJ区から絞兵の破片と丸斬が.6AAG区から舵応の衷金具が出土している。

銅鈴司iA][ {lt阪が2.8cm以上のものである。 Lの例は比較的多く .SD650lCは丸栴 8.9が

あり ， 山口県 ・ 児島からは絞只 ・ !~目金具を含めた好例が出土している。 ζ の例では詑尾の縦

幅は巡ブJの縦幅よりも 4mm大きい。正倉院の革命でも ， 同級 IC$Ë尾の縦縞は1(!:~!}幅 IC等 しい。

すなわち蛇尾の縦版を示しているとみてよい。

銅$fj{tiAIV {1}幅が2.3cm以上のものである。巡方，丸納ともに哀阪が1]まない板状の表金兵

があり，蛇厄ICも横幅の長いものがある。 SD650(3)o

銅鈴{1}AV m幅が2.0cm以上のものである。巡方 ，丸納ともに表金具は板状ICつくっている。

SD650 (4・11・17)。乙れに該当する蛇尾の発見はまだない。

侃鈴mAVl m幅が 1.7cm以上でもっとも小さなものである。 貴広尾をのぞくすべてを板状に

つくっている。 SD650(5・6・14・18・20・2])。

以上銅鈴;:t}A は 6 段階ICわかれるが， 他の 2 極については， 銅鋳帯B の 3 段階， 銅鈴~C の

I段階を確認するにすぎない。 銅鈴{iiBの大き さは，銅鈴初AのN・V • VJIC準じている。銅

鍔{1}BIVはSD650から出土した13・15であ り， 長野県 ・福島巡跡から裏金兵が出土しているJ

銅鈴mBVとしては，~.fI百が凹面をなす厚手精製品が平城宮6AAJ区から出土 している。 銅鈎41;

BVJIま， 表金只を板状ICつくった巡方が長野県 ・姥尿古IJ'tから出土している。H 銅僻祢Cでは

A VI {I}に相当する帯幅をもち ， 平城宮 6AAJ区からは~面が凹函をなす厚手の精製品が出土し

ている。との銅鈴部B・cti;の現在発見されていない大きさのものについては，いまのと ζ ろ

銅鈴俗AIC準じて存在するものとかんがえたい。

銅鋳の寸法 Tab.16は比較的例数の多い銅鈴{l}Aにおけ る巡);と九制の寸法を表示したものである。乙れ

によると ，巡方の縦幅， 横幅， 丸納の横幅が . I-N ・ \~の rt日では各 5--4mmずつ減少 し . IV と

Vのi出では 3mm減少している乙とがわかる。乙のような，大小の迷いはどのよ うに して生 じた

のであるうか。も っとも大型の銅跨帯AIの巡方は縦3.9cm，繍4.2cmの大きさであり.0.9' 1 

の比事を呈している。 己れを天平尺IC換算すると，横幅の4.2cmはl寸5分IC近く 0.51'X2.94

cm=4.4lOcm)，縦胞の 3.9cmはl寸 3分 5厘(1.35寸x2.94cm=3珂9cm)fC近い。つまり，横幅か

らl由lを減じた数値を縦幅にしたものである。また.AI Iζは出土していないが.Alliなどの例

から予測される蛇足の縦幅は巡方縦幅よりも 4mm程大きい数値すなわち巡方航幅と等しいも

のとみられる。つまり銅跨祢の最大おAIの拡幅は l寸5分であ ったとみられる。さらに銅鈴

得AI-ANの各段階の減少数値である 4-5 mmlまl分 5厘(0.15X2剖 cm=0.441cm)という ζ

とになる。つまり ，銅鈴ICはおよそ l寸5分を必部とする絡差がf:f..{f，する乙とになる(fig.35)。

官位の比定 応仙脱帯IC6段階の規絡がある ことが判明した。乙の規絡が，Zl;を締める官人の

位階IC相当する とするな らば， 銅長年':!}A1 = 6 uL， 銅鈎mAll=7位，銅t.).:liAlli=8位，銅

鈴':Il:AIV=大昔j位，銅鈴.:liAV=少首J位，銅鈴{liAVl =出I~位 IC比定するととができょう 。 ただ，

令では和J!U色 ・袋などは正従上下階を一括して位どとに定め.4階の組l分は絡と結IC限ってい

る。 したがって，令の規定にしたがえば，相J位は 11ζ扱うべきで2分するのは不当という乙と

* 国土館大学文学部考古学研究室『長野県伊都
ili楠山遺跡(資料編)J1968. p，55 
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になる。とのととから銅鈴fi?については 2通りの解釈をのべ，将米の問題としたい。第 lの

解釈は，銅鈴mAVが他と ζとなりrl'間的な大きさである ζとから， 銅鍔得ANIC付随してつ

くられたものとかんがえる。との場合 ，大初位と小初位の鈎祢は銅r.J~iïA IV ということになる 。

第2は，銅鈴mAVの丸納が明III，!IC区分できないEとから，製作上の誤差範囲内にふくめる場

合である。したがって，銅鈴帯AVというのは実在しなくなる。

銅鋳帯A ・B ・c 巡方にみられる柑類の形態の.iieいからそれぞれの鈴拾の存在を想定した。

銅跨得Aは前述したようにもっとも遺例が多く一般的なものである。 銅鈴frf B は銅鈴~I} A Iζ似

るが少数である。銅鈴拡CIと至ってはさらに少ない。衣服令によるとねi)h腰fi?を岩用する筋四 衣服令

は火官6位以下無位まで，武官の尉以下主帥までである。つまり，文官と武官の 2用があるの

であるが，両者の鋳部の形態lζ差異があったか存かについては不明である。 しかし，文官の鍔

引は位階で規定し，武官は官職で規定する。さらに武官は刷会11:臨んで錦禰愉 ・赤腔巾 ・弓箭

〈凶 ・志〉や佳甲 ・給 ・紺I!I!(兵衛)，住申 ・弓官官 ・綜!襖(主白わなど文官とはお束を乙とにする。

それらのととからすれば，鈎15についても文官と ζとなる ζとが推測できる。 ζのようなとと

から，銅鈴::I/Aをその起I例の多い点で文官鈴fi?，銅鈴mBを武官主l)m，ζ比定することができょ

う。銅鈎mcについては，いまのと ζろ不明な部分が多く ，その活用階居を想定するととがで

きない。後述すると ζ ろのように，.1公式の鈴!日ともかんがえられようが，奈良時代IC公式41?

と私41?とを両用した史料はない。

銅銭帯の製作 以上のように，衣1111令!c定める宮人腰fUのうち 6位以下の銅鈴Ji?についてその

分類及び官位比定を試みた。まだ完全ではないが大要としては官位に仰じた一定規格の跨fiJが

mいられたとみであやま りはなかろう。同時lζ鈎fl;の性格からみて，量t7fi;の製作 ・管理につい

ては官の統幣のもとICあった ζ とがあきらかであり ，官人の任用，授伎を所立した式部省がと 式部省

れにあたったものと考えられる。また製fl'I1:[均しても官の工房での一指生産が推測されると ζ

ろである。平城宮第32次開主主6AAI区で宮東南隅大垣外方の京一坊大路側溝，およびζれK流入

する宮内のiMJ>ら多fJ:の木簡， 木製品と銭1~ ・ 鉱作な どの金JiJ!，製品が出土した。 E のなかに多

数の銅鈴fi?の破損品があった。Eれにつづく):jl32次補足羽在では，宮東南隅大b，1ζ接して続税

の大きな炉のimi¥!がみつかっている。出土木簡IC式市1省Icl刻iliする木間が多いととから，近傍

IC式部省をJil定することもあながちn当ちがいではなかろう。とすれば，6AAI区出土の銅製鈴

は式部省ICよって回収された破JJ.i品の一部であった可能性もある。宮人11:授与された銅鈴仰は

一方で，地方官術，!員五I~ ' 住居社， 祭肥関係の池跡から 出土する。個々のi立跡名およびその分

析についてはことでは省略するが，その内訳は地方官術 2，古1l'tl2，火葬;1.;!， 住民祉6，祭

把遺跡 2，その他3の26例あまりがあり，今後も町l加の傾向がある。これらの多くは完治には

ならないものであるが，被葬者及び，居住者が直接間接ICrl'央官術ないし地方官術IC関係した

ζ とを示す造物であり ，将来己のTmでの研究が必要であろう。

石鋳帯 石鈴41? とは銅鈴Iとかえて石鈎を装着した針Ji; の乙とである。石鈴，11? には玉石。:~~: ， J:'UjH~ 

li?のような五位以上のものと ，6位以下の雑石腰ti?の別がある。 6位以下の鈴，!日については，

「延菩式』碑iiE台の条11:I応庫川」がみえ，上引の 『日本後紀J弘仁 l年 9月条ICI雑石腰.:i!:J

がある。 SD650出土した石鈴は石:!'lからみて，すべて「雑石腰川JIC服するのであろう。乙の

ような石跨41?については，他遺跡の例をふくめて装着}j法Kよって 2区分することができる。
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ただ， 石鈴の形態は銅鈎;:l}A{C相当 し ， 銅鈴;~I;: B ・C

K対応するものはない。また絞J'l.は銅製品である。 4~ 巡方

石鋳の分類 石崎ti?a 各石鈴の四隅ないしは三方IC装函にまでn 「 ， 

3 
通する丸孔を穿つ。 とれは革帯IC跨を鋲で

留る孔であり，さらに鈴の下方に長方形孔 メ 3

を穿つ。

石跨.;;::b 各石鈎の裏面の四附ないしは三方IC2孔を

l 対とする諮り孔をあけ ， 止~i1B; IC銅細金を 。 -2 3 瓦'---5-

用いて綴じつけるものであり ，多くの窃合，

下方の長方形孔が省略されている。 J 丸鮪

さて，石長寺川 aは銅ft.j，;g:と同じよう な鋲留に準じて
3 

おり，石鈴併 bはその簡略されたものであろう。石鈴
シイ.. 

415aは例が少なく ，SD650出土例のほかには，正倉院 2 

の紺玉Jil，京郡府 ・西野山古J.It，*宮城県 ・多賀城，iJ 1 
，/.i~ 

口県 ・見向遺跡の4例に限られる。正倉院と西野山古

墳の場合は玉鈴fi; であ り ， 石鈴ι111 は見}~遺跡のもので o 2 3 4 5 

ある。それに対 し，石}l7.;g:bは石跨恨のほとんどを占 fig.35 銅鍔rHt分煩図 JI'位~

めており，石跨maが石跨，:g:b H::'先行する疑いが強い。つまり，石鍔fi?aの装着方法は延暦15

年σ田〉の銅跨41?廃止以前における玉41?の笈活法にもとずくものと解せられるからである。 ζ

のととからすれば，796年から 807年Iζおζなわれたものが石鈴川 aであり ，810年の復活した

ものが石鈴，;g:bである可能性が強い。

つぎに石$;̂j，ar-においても大小の別があるか否かの検z吋を加えてみよう。 ζの場合，石鈴4Ja

については資料が限定されてい る ため ， 石鈴，~g; b についてみてみる ζ とにしよう。やはり，石

狩の巡方を益準Kして得幅をみる と以下の 3段階にわかれ， その寸法は銅鈴mAI.AII.A

NK対応している。

石鈴mb 1 : ，:g;幅が4cmのもので，巡方の場合Kは縦繊の比が0.9:1となり， 正方形lζ近

い。 SD650Cl・2)がとれに相当する。

石鈴.:;::b 11 : .:!!:幅が3.3cmのものである。 SD650(3)が乙れIC相当する。

石鈴;!i!:b IV : ，!，}幅が1.9cmのものである。いまのととろ平城宮6ABO区から巡方のみが発凡され

ているが丸鞠，蛇尾は発見されていない。

なお， 石鈴ma b の I't l~では 1 横幅の狭いもの〈縦横比.1: 0.7前後λ 2 ほほ正方

J(;IC近いもの(縦横比.1 : 1.1前桂)，3 儲幅の広いもの(縦横比.1 2前後〉の 3種類に区別で

きる。それらはし、ずれも上述のJi?幅Kは対応しているが，HIiの:意味についていまのと ζ ろ解

釈の方策をもっていない。ともかく ，以上のよう な規絡性を見出しうる Eとから銅跨帯のよう

に位階による区分の存在がかんがえられるが，いまのと ζ ろ各位階IC比定するには子tIiりを見

山していない状況である。

796年以降，玉鍔;i;，石鈴引は広範ICおζ なわれ，変化をたどる ことになる。 上級官人は玉幸ty

e 梅原末治「山科村西野山ノ境基トJtノ発見ノi立物Jcr京都消火制調査会報告第211UJ1919) 
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3 結 語

W 考察

のほかに，角〈斑席者}).璃f話.Jit瑠 ・璃璃の鈴など珍

貨な材を求める風が強 <.本 その影響をうけて下級官

人 も角〈烏犀帯 ・牛角4めを多用し，ire石をおこなうよう

になる。つまり，官位の象徴としての意義が次第に薄

くなって くるのである。帥 ζの傾向が促進される平安

時代後期になると，日・花 .Cl!:J巴などおもいおもいの

窓匠をあしらった鋳が出現し，それは装身具の位置に

とどまって しまうJ材 朝廷:1'1族の失権過程である鎌

合時代になると，跨初は根本的IC変化する。すなわち，

1 {佐の鈴数を111C減じ，巡方のみの公式絡や丸納のみ 石鋳帯の賓

の略式常用f13が出現し，公私ICよって鈴帯をととKす 退

る官I習が成立する。材帥 高級食族の聞でとのような鈴

Jl;が流行するにしたがって，下級官人の鈴祢の市IJは急

速に廃退した。近世IC至って，鈴f;:はきわめて儀礼的

な存在となり，活用すら稀となる。『装束図式』や『重量

注相名類液抄』の段階では鈴のない紐結びの初IC退化

し，もう鈴fl?という名K値しない。

園近24号線パイパス地域の発掘を通て19Jらかになった個々の事柄については，すでにのべて

きたと ころであるが，その概略をいま一度まとめておく。

A 古 墳

今回の淵査でのもっとも古い遺跡は 5世紀代の 311;の古加であった。

ウワナベ古墳では束外犯を調査し，現存の外拠がほぼ旧燥をつたえており，築成時には内と 5世紀

外とにこEの誌をめぐらしていた ζ とがわかった。外伝は奈良時代に埋立てられ，外捉2寄り IC

新たな椛 (SD734)を開穿する。外堤のl勾斜而lζは河原石を11・き，両日に柏輸を樹立する。内外

2 JiIJの槌輪列には，飴イJ円向精輪を1正本とし，要所要所IC夜Jf3植輸を配したようである。発担

* r延書式』弾疋台 i...mm.腐硝・斑犀 ・象

牙 ・ 抄!~皮 ・ 紫植五位己上通JljJ r和名制派
抄J腰帯「白鳳帯'J r桃事蕊集」玉帯色々司I

「治承凶11'凶用十九日 有文玉帯 イI文
瑠璃玉ちいさき御帯 保元三年内宴日 関向
(法性寺殿)語、色抱 ・ 馬脳~j}J などがみえる.

•• r西宮!2J臨時八に「紀伊石無文玉等公卿映
玉雄有文四位五位用之山!1!石六位用之，近
代六位上官若)fJ 有用角帯輩未為可J(注略〉

帥$たとえば.r年中行事秘抄』四月賀茂祭使で

は「放経長卿落省形時預石見物的以他帯令若
用恐落石也鴛通天・拙形・偲文Jr江談抄J雑

'Jl i庇雁 ・落花形 ・霊無 ・鶴形 .~J住鶴通天
・治通夫」という.

**** r朝野群載J文書lr~ji必用巡方， 但石f~等弁
以迎HJ...Jr円太熔J文利5年2)j16日の条の

丹後守宛書状に鹿賀41;として巡方41?を用いるこ

とを記す.このほか. r桃準&;集J. r縦記J.
『台記」などには丸鞠帯がみえる.
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の所.!~Iζ よって外拠lζ樹立する柏村1の数iitを

試算すると 5 ， 357 本という~~大な品になる。

地輸はすべて響窯で焼成したものと巧えら

れ. lil出し付近で採集した初期~].t 6.1とほぼ

同時J~J とおもわれ， 年代決定の拠となった。

ウワ ナベ古墳が5世紀代のλヱ似の蔀であ

るならば， ， fi方IC~成されている 3匹以 1 ・ 2

号加は起大型古J此に従属する陥不的な性絡を

もっ。 27iJltはいずれもがIブパ主I'J墳の形態を

とるが号Jjtは佐紀応9'J古Jft]咋のなかに例

をみない帆立貝式の前方後円lJ'tである。 両7i

坊とも平城京元i'iiKll年lζ壊滅的IζI肱域されてお

り，削平されたtiij)j;邪の越市iとそれをとり ま

く1.'，]泌を先制したにすぎない。ぜI丘から転落

した附愉Itによって古Jjlの内科のー出にふれ

るこ とができた。それによれば， Ilf~ l!i!.a (立n:!j

JDJを接して築成されるがり j立のほうが若

干占いôJ:(，I;をそなえる 。 平~ l ・ 2 号 j此と ウ

ワナベ，';JttとのあいだICは，Jj't G。の規模だけ

でなく ，11::(;ゃM輸の大小あるいは地輪車ii'l'

技法の凶!など， あらゆる耐で絡íf~がある。

B 奈良時代の居住地

B世紀 初晶，J3 '1' (710)の平城京巡却後，付近のJ;:

仰は_.~した。条坊 :t到にもとずき縦仙の街路

をつけ.Ii肢の惚l耶にあたる 6AFBI孟は宅1也

と退路に変貌する。平塚 1・2~;.jj'tは白;1ブJl部

が左京一条三1)5十五 ・十六);J'.となり，後1'1郊

の111心を米三1)j大路が貫通する。立l'F;当初に

おける泊怖と℃地との造成規制は立に外IC大き

いが，北辺にウワナベi1iJj'tの，lj外仰が位ii"(す

るため，北京極大路をIHへ寄せざるをえず，

その結果，十六叫は北の，~地域をうたってい

る。 24号線パイバスは十五 ・十六TIの点部を

かすめ， 11 1 ;;'と :~HCは淵liがおよんでいない。

制丘範凶内では出北につながる 2呼を lつの

放地となし，Jt)jlc0J物砕をおさ "甘みにω他
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fig.38 6AFB区の変遷121
0:;["目指代 E:l後記2if-.F:1914年

W 考察

をつ くる住官の一端を担問みる ζ とができ

た。奈良時代初期の逃併は数期1<::わかれ，大

きくは 2s抑制1<::区分する ζ とができる。その

第 2の時mである 720年代後半のlJl物には平

波宮と同じような瓦当文の瓦が立かれ，殿合

の一郭1<::は緑利l水波文締で1t凶を築 く八jlJ形

のかつて東大寺1<::存した宝殿1<::類似したもの

があった。 6AFB区の調査後，京内でおこな

った坊内調J'tl<::よって，敷地の後方Iζ数肢の

m西線引!物を配列し，正殿 ・脇殿 ・雑合 ・!I

戸などで桝成される状況が次第に明らかにな

りつつある。己のような他の遺跡と比較する

ならば.6AFB区で検出したlJl物はいずれも

正殿にな りえず，脇般 ・雑舎の矧であろう。

lJl物n干のなかを流れるSD485から出土 した

Ju物は，乙の地域のtt絡を只体的!L示してい

る。木簡によれば.710年代から720年代にか

けてのぜ1.ζの地には政府の宮司が造作を主

導する観主級の住'15が存在 した己とが推測で

きる。奈良時代初Jgjにおける政腕のなかで活

動する長屋王はその有力な候補となり うる。

一般の追跡ではまれにしか発見されない三彩

陶:lliを用い，規格制のつよいまとまりのある

土;器類を大誌に保有する状況も，乙の地のiJ 

人保をうかがう一つの下俄りである。他方，

Eれらの土，*1:干によって 8世紀初期の土保

編 {f.jζ有力な例証を加える己とになった。

8世紀初JlJjの諸施役は 720Q岨代で廃絶し，

8世紀Aくまでとの地は空地となる。没宮地と

なり，邸宅などに利用されなかったのであろ

う 。 大規校なm~地エ ji tJ< 8世紀末から 91Uト紀 9世紀

初頭lζはじまるが，ζ の時JgjのlJl物相互の閃

係などをしる ζ とは困難であった。ただし，

北京紐大路と北一条大路の路而1<::小建物が乱

立し，すでに街路としての条幼の機能を失っ

ている状況は判明した。なお，一条高校付近

のこド名を「立の後」というが，古代寺院の存

在を裏づける遺怖は存在していない。
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その後回東
三妨大路
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C 東三坊大路と東側溝

束三妨大路の路面は，後世IC氾i監した多くの海によって破域されており，盛土や地固めの状

況を示す巡椛は顕著でなかった。 6AFB-F凶地区の束限で西側椛らしきものを検出したが，

発掘範囲が狭く不確実である。

耳I~[lJ椛(5D650)は延長約250 mlC わたって存在した。 8世紀のはじめK開穿されているはずで

あるが 8世紀の堆t'i11'iはみとめられない。乙の傾向はさきに調査した束ー坊大路側械におい

ても確認されているところであり，大路および側溝が平械京の時代，8世紀を通じて良好に保

全されていた ζ とを物語る。側滞の雄官iは9世紀のはじめから開始し，いくたびかの氾濫を繰

返す。結局，前後 2固にわたる大改修をへて 10世紀の初頭まで存続したのち， 完全に埋没す

る。つまり，平城京の廃絶後， 約100年間にわたって*三坊大路は道路としての生命を維持し

たのである。発揃i地域の削減が丘陵の裾部にあり，南一条大路lζ交叉するため，水がよどみi，Vi

への投棄物が集中し， 多くの造物がJitWしていた。 迫物は前後 2時j切に大別する乙とが可能

であり，木簡の年紀と銭貨の種類によって実年代に一歩近づく乙とができた。造物の内容は多

岐にわたるが，およそ 1往来関係 2食事関係 3工房関係IC区分する ことができる。

l 往来関係の造物としては，告知札や下駄，各種の祭jjir，具などがある。告知札は路肩にた

てた立札であり，逃亡したり持主が不明になった畜類の捜索を通行人IC依頼する書式をとる。

F駄は破損したり，片方を失ったもので，その形態は鼻緒の前iliが内寄りから中央部IC移動す

る過渡的な様相を示す。祭i記具としては削り掛け ・人形 ・土馬 ・模型土器などがある。なかに

は人形のように 8世紀のものにくらべて大型化するものもあるが，一般に退化し，媛少化する

傾向にある。祭秘の内容をあきらかにしえないが，路上ないしは坊内で使用したのち，水IC旅

したものである。銭貨も旅路の安寧を祈願して投銭したものであろう。

2 食器関係の泡物としては，土器類がもっとも多い。土師器 ・黒色土器 ・須].:(器を主休IC

L"灰1111陶器 ・制覇h陶器 ・磁器が加わる。土器類のほかに漆器や木製品をふくんで食器を締成

するが， 陶磁器や漆~mなど高級な苦言物をふ く むこと ， 官岩を示す墨書土器などから ， 寺院もし

くは官おに関述すると乙ろの公機関で用いられた可能性がつよい。

3 工房の存在を暗示する造物としては，金属器の廃品や砥石がある。それらはまとまりが

なく ，雑多なものをふくんでいる 乙とから，改鋳のために寄せあつめたもののようである。

以上のほか， 官がおEなう土木工事を裏づけたり， あるいは仏具に類する造物がある。 他

方 Cれらの造物ICは長距離を流れた防粍の痕跡がなく ，東側i，YilC接する一条四坊から投棄も

しくは流出したものとみられる。この地域に存在する不ihl寺の位泣は左京一条四坊三 ・四l5J'に

あたり ， これらの遺物を廃棄した.iJ，~i9rとして矛Jú しな い。

10世紀初頭以後の遺跡としては ， 京三坊大路の路市を北から南lζ流れる無数の il~に限られ

る。それらの織の一部IC少量の瓦25片をふくむものがあり，中世には完全に廃i自になり，田地

IC変貌した。その後，左京一条三訪の地域は近年まで一貫して水田であったが，1960年代の後

半ICなると西方の通称一条通り添いに宅地化が進行し，1971年にパイパスが開通したあと ，かつ

ての水田は急速に宅地化し，もはや昔日の面影はない。
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